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奥州市議会全員協議会 会議録 
 

 

【日  時】 令和７年５月16日（金） 10:00～14:41 

【場  所】 ７階 委員会室 

【出席議員】 （28名） 

菅原由和 加藤清 佐藤美雪 宍戸直美 菅野至 門脇芳裕 佐藤正典 髙橋善行 

佐々木友美子 東隆司 小野優 及川春樹 高橋晋 千葉和彦 小野寺満 

高橋浩 千葉康弘 瀨川貞清 千葉敦（一時退席あり） 野富男 及川佐 

飯坂一也 阿部加代子 中西秀俊 菅原明 小野寺重 藤田慶則 今野裕文 

【欠席議員】 なし 

【出             席             者】 倉成市長 小野寺副市長 朝日田病院事業管理者 

二階堂政策企画部長 羽藤総務部長 千葉協働まちづくり部長 千葉市民環境部長 

佐々木商工観光部長 高野健康こども部長 桂田健康こども部参事 

阿部公共交通対策室長 菊地未来羅針盤課長 菊池生涯学習スポーツ課長 

及川ＧＸ推進室主幹 浦川経営管理課長 

高橋公共交通対策室副主幹 千田羅針盤プロジェクト室副主幹 

大内ＧＸ推進室副主幹 齋藤商工労政課長補佐 

佐藤新医療センター建設準備室副主幹 

鈴木議会事務局長 千田議会事務局次長 佐藤議会事務局副主幹 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～ 

【次  第】 

１ 開  会 

２ 挨  拶 

３ 協  議 

(1) 説明事項 

① 胆沢プールの廃止について 

② 新医療センター整備基本計画に係る進捗状況等について 

③ 第３次奥州市環境基本計画の策定について 

④ 奥州市地域公共交通利便増進実施計画の策定について 

⑤ メイプルの対応について 

(2) 協議事項 

総務常任委員会における政策提言（案）について 

(3) 報告事項 

奥州金ケ崎行政事務組合議会臨時会(4/30) 報告者：及川春樹 議員 

４ そ の 他 

５ 閉  会 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～ 

【概  要】 

１ 開会 （略） 

 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～ 

２ 挨拶 （略） 

 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～ 
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３ 協議 

(1) 説明事項 

① 胆沢プールの廃止について 

〇議長（菅原由和君） ３の協議に入ります。 

(1)の説明事項、①胆沢プールの廃止について、説明をいただきます。 

千葉協働まちづくり部長。 

〇協働まちづくり部長（千葉達也君） 協働まちづくり部でございます。 

胆沢プールの廃止の方針について、私から公共施設の総合管理の考え方、詳細につきまして、担

当課長よりご説明を申し上げます。 

公共施設総合管理の個別施設計画におきまして、プール施設は、水沢にあります大鐘公園市民

プール、これは50メートルの公認プールでございます。もう１つは、比較的新しい前沢のＢ＆Ｇ海

洋センタープールの２つを将来的に存続させるという方針で計画をまとめてございます。 

ただし、計画策定時にまだ使用可能でありました胆沢プールは、施設が使えるうちは存続させる

ということで、毎年の点検をしながら存続してきたところでございます。 

昨年度、プール運営終了後、施設・設備の点検をした結果、来年以降、運営するためには、大規

模な改修等が必要という確認がされましたことから、今般、計画に基づくプールの廃止をしようと

するものです。 

詳細は、担当課長からご説明申し上げます。 

〇議長（菅原由和君） 菊池生涯学習スポーツ課長。 

〇生涯学習スポーツ課長（菊池淳君） 私から資料の説明をさせていただきます。 

はじめに、現状と経過という部分です。 

個別施設計画の内容、それから、昨年度の営業終了後の点検におきまして、ろ過機の故障、経年

劣化があったという部分で先ほど部長が申し上げたとおりです。 

この施設は、昭和56年に建設を行いまして、施設の耐用年数、また、ろ過機の耐用年数も大きく

超過している状況にございます。営業継続のためには、大規模な改修が必要、多額の費用が見込ま

れるという状況にございます。 

中段の経過の部分でございます。 

令和３年から市直営での管理としておりまして、管理業務を奥州市体育協会、現在のスポーツ協

会へ委託をしています。 

修繕につきましては、令和元年度以降、以下の箇所の修繕を行っている状況です。 

下に、今後、営業継続するために修繕が必要な箇所を挙げています。 

先ほど説明いたしましたろ過機の更新、このほか、ボイラー、配管、トイレなどの設備の更新、

また、本体の天井につきましては、塩素の影響でさびが発生し、床に落ちている状況であり、この

更新が必要です。 

このほか、ＬＥＤ照明、プール本体防水シートの更新など、総額１億5,200万円程度の費用が見込

まれるところです。 

資料の右側に令和元年以降の経費的な部分、利用者の数の表を載せています。 

利用者の状況ですが、昨年度は、47日間の開館で、利用者数は2,207名となっています。 

令和２年度までのコロナ前の水準までは利用者数は戻っていない状況にありますし、経費につき

ましては、物価高騰等の影響もあり上昇傾向にございます。 

住民説明会等の開催状況ですが、昨年12月に市スポーツ協会及び市水泳協会に対して、また、同

月、胆沢地域会議において説明を行っています。 

本年２月には、胆沢総合支所におきまして住民説明会を行っており、総じて廃止についてはご理

解をいただいているものと認識してございます。 

最後に、今後の方針についてですが、施設・設備の耐用年数を超過し、老朽化が顕著であること、

大規模改修を行わなければ、施設運営の安全が確保できないこと、利用者も減少傾向にあることな

どから、条例廃止について６月定例会に提案させていただきまして、本年７月１日をもって胆沢

プールを廃止するという方針でございます。 
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なお、プールの利用につきましては、存続・継続いたします、大鐘公園市民プール、前沢Ｂ＆Ｇ

海洋センタープールの利用に案内・周知をしていくものでございます。 

説明は以上です。 

〇議長（菅原由和君） 説明が終わりました。ご質問等ございましたならばご発言お願いします。 

４番、門脇芳裕議員。 

〇４番（門脇芳裕君） ４番門脇です。１点お伺いします。 

２月６日の住民説明会に私も行ってきたんですけれども、この中で悠悠館のプールの話も出まし

て、担当は別なのかもしれませんけれども、悠悠館のプールも一般開放していいと理解したんです

が、それでよろしいですか。 

〇議長（菅原由和君） 菊池生涯学習スポーツ課長。 

〇生涯学習スポーツ課長（菊池淳君） 悠悠館のプールは競技ではなく、健康増進施設という形に

なると思いますけれども、一般の方も利用はできます。 

ただし、料金は、胆沢のプールよりは高めに設定になっているということでございます。 

〇議長（菅原由和君） 門脇芳裕議員。 

〇４番（門脇芳裕君） 分かりました。 

ただ、あのときの説明ですと、胆沢プールの代わりに悠悠館のプールも利用できると私は解釈し

たので、もしかしたら勘違いなさっている市民がいらっしゃるかと思うのですが、そういった対応

について何かお考えがあればお聞きして終わります。 

〇議長（菅原由和君） 千葉協働まちづくり部長。 

〇協働まちづくり部長（千葉達也君） 廃止に当たっては、改めまして、健康増進用のプールと

我々が所管するスポーツ・競技用のプールの内容で分けまして、いずれ競技用プールについては大

鐘プールと前沢のプールだということで、市民周知を図って参りたいと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

〇議長（菅原由和君） ８番東隆司議員。 

〇８番（東隆司君） ８番東です。 

１点です。廃止後の施設をどうするのか、解体ということになるのかどうか。あわせて、土地は

奥州市所有のものの上に建っているんでしょうか、お伺いいたします。 

〇議長（菅原由和君） 菊池生涯学習スポーツ課長。 

〇生涯学習スポーツ課長（菊池淳君） 施設の活用は今も検討してございますけれども、改めて庁

内で活用できるかどうか等、検討していくということになりますが、活用の見込みがなければ、い

ずれ計画にも述べておりますけれども、解体の方を進めていくというような形になろうかと思って

おります。 

土地は、市の土地ということになります。 

〇議長（菅原由和君） 他にございますか。 

それでは、特にご質問等ないようですので、説明事項①は以上といたします。 

説明者入れ替えのため、暫時休憩いたします。 

 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～ 

② 新医療センター整備基本計画に係る進捗状況等について 

〇議長（菅原由和君） 再開します。 

次に説明事項②、新医療センター整備基本計画に係る進捗状況等について説明をいただきます。

高野健康こども部長。 

〇健康こども部長（高野聡君） 健康こども部でございます。 

新医療センター整備基本計画に係る進捗状況についてですけれども、４月に開催いたしました市

民説明会では、６日間で237名の参加をいただきまして、様々な意見をいただいております。 

ＹｏｕＴｕｂｅでも、ライブで大体40人から60人ぐらいの視聴がございましたし、当日以降も視

聴者は増えて、先週末時点ではそれぞれの会場でおおよそ500回から900回弱といった視聴がされて

おりまして、行政の説明会としては視聴回数がかなり多いんじゃないかなと思っております。 
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今日は説明会で出された主な意見と、その対応方針について説明をさせていただきます。 

詳細は、担当参事からの説明とさせていただきます。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） 資料に基づき、説明を進めさせていただきます。 

２の市民説明会での主な意見のところから説明いたします。 

いろいろご意見をいただきましたが、まず、医師確保に確実性がなく将来が不安という意見を多

数いただいております。あわせて、医師確保に医師会や市民も協力すべきという意見もございまし

た。資金収支の見通しが非現実的だ、あるいは、10年目以降が心配との声もいただいております。

それから、分娩機能を求める声、将来の地域医療を医師会とともに考えてほしいとの声、また、医

師会は市に代案を提案してほしいといった意見もございました。 

さらに、財政負担は大きいけれども、市立は必要なので、早期着手を求めるという意見。圏域内

での市立や県立の在り方の協議が先ではないかという意見。それから、地域包括ケアなどに期待す

る声、同様に在宅医療に期待する声、さらに、小児科と夜間診療の充実を求める声もいただいてお

ります。 

また、計画案の段階で、医師会と協議をして、決定はその後じゃないかという意見。在宅医療は、

今できていないことが将来できるんですかといった意見、また、決して建設反対ではないんだけれ

ども、今の計画では甘いんじゃないですかといった意見もいただいております。 

以上のとおり、意見は慎重派と推進派の両方ありましたし、また、医師会と対立しないように求

める意見が目立ったと感じております。 

その意見を受け止め、次に３、主な意見と対応方針ということになります。 

（１）が医師確保に確実性がない、やはり難しいんじゃないですかという意見への対応方針です。

まずもって、確実な医師確保というのはそもそも困難な状況です。これは全国的な傾向で、決して

当市だけの話ではございません。そのような中で、東北医科薬科大学との包括連携など、可能性を

高める取組を着実に進めて参りたいと考えております。 

（２）が収支見通しが甘い、安定経営の持続は無理じゃないかという意見への対応方針です。少

なくとも最初の10年は、持ち込み資金に頼ることなく運営ができる見通しです。その間に、その時

の時勢を見ながら、次期の改善策をきちんと講じまして、安定経営を持続させたいという考えです。

なお、病院経営の厳しさは、これも全国的な傾向で、経営に不安があるという点については、建て

替えせずとも同じだと考えております。いずれ新病院は必要でございますので、厳しい経営環境と

いう課題があるとしても、施設の整備をしないわけにはいかないと考えております。 

次に（３）、市立の統合や県立病院との統合も検討すべきではという意見への対応方針です。 

2040年問題を見据え、水沢病院または新病院とまごころ病院、この２病院体制は必要だと考えて

おります。また、少なくとも、衣川のへき地医療も継続が必要です。施設は残しつつも、連携強化

や組織体制の一元化などの効率化・最適化策は実行して参ります。その検討組織を今年度中に立ち

上げる予定としております。 

なお、当圏域に県立病院も必要で、それがなくなるという前提での議論はできないと考えており

ます。ここは従前からの考えを維持するというものでございます。 

次のページに進みまして（４）、白紙撤回または疑問が解消されるまで一旦凍結すべきじゃない

ですかという意見への対応方針です。新病院の建設までに５年はかかります。また、2040年問題へ

の対応や、水沢病院の老朽化・耐震強化は待ったなしの課題です。説明会では、市の説明に対する

疑問や不安の声を多くいただきましたが、建設そのものへの明確な反対意見は少なく、新病院の必

要性自体については、一定の理解が得られたと判断しております。よって、現時点では、次のス

テージ、これは基本設計ということになりますが、そこに進むということが妥当だと考えておりま

す。 

なお、市民説明会等で出された疑問点や不安定をそのままにするつもりはございません。次の基

本設計のステージで詳細に検証して、その解消を図って参ります。 

次の（５）、医師会との協議が整っていないのではないかという意見への対応方針です。 

医師会の先生方から指摘のあった在宅医療などの課題解決には時間がかかります。それを待って
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からの施設整備では時機を失すると考えます。この点を少し補足いたしますと、在宅医療などの地

域医療全般の課題については、実は施設整備と並行して進めることが可能な課題でございます。で

あるならば、2040年問題への対応や、水沢病院の老朽化・耐震強化も急がなければなりませんので、

その解決のための施設整備についても、同時並行的に進めることが最短の道といいますか、最も合

理的だと考えているものでございます。 

このため、整備事業は前進させつつ、あわせて、在宅医療や不足する診療科への対応など、地域

医療の各種課題に取り組んでいくこととして、地域の医療関係者との協議連携を進めて参りたいと

考えております。 

また、その協議等の中で、新医療センターが担うべき部分があれば、それを整備事業に反映させ

るなどで、地域医療の在り方と施設機能との整合を確保して参りたいと考えております。 

次に右上の４、修正案への反映状況です。 

前述しましたとおり、基本的な方向性に変更はないということで、市民説明会での説明内容のと

おりに、中間案を修正しております。詳細は、別添資料１、資料２にまとめております。この資料

については後程簡単に説明したいと思います。 

次の５、パブリックコメントの実施ですが、募集期間は６月２日まで、閲覧場所は市のホーム

ページのほか、本庁、総合支所、市立医療施設で。それから、（３）意見の提出方法は資料に記載

のとおりとなっています。 

６、今後のスケジュールですが、これは最短の場合ということになります。６月２日がパブコメ

の提出期限でその後に意見の反映をさせます。６月中旬に地域医療懇話会で基本計画、いわゆる最

終案というものの説明をいたしまして、その後に庁議で基本計画を決定いたしまして、その際には

全員協議会で今後の進め方等を説明したいと考えております。その上で、６月下旬には、新医療セ

ンター関連予算の追加提案をいたしましてご審議いただきたいと考えております。なお、この時期

については、あくまで現時点のものということで、最終的にはパブコメの結果等を踏まえて判断し

たいと考えております。 

進捗状況等の説明は以上ですが、基本計画の修正案についても簡単に説明したいと思います。 

本編と概要版の２つあるんですけれども、資料２となっている横長の概要版の資料をお開きいた

だきたいと思います。 

なお、これらの修正案ですが、いずれも今月初めに、各議員の方に事前配付していたものと同じ

ものですので、今日は本当にさわりの部分だけの説明とさせていただきます。 

表紙をめくって２ページ目をご覧ください。大変恐縮ですが本日はこのページだけをもって説明

させていただきます。 

計画策定の趣旨ですが、施設整備が必要な背景や、施設の役割などが書いておりまして、その下

の枠囲みで、整備基本計画は、施設全体の整備方針、部門別の考え方、具体的な機能などを明らか

にするもの、今後はこの計画に基づき、さらに詳細な設計の作業を進めるものということで、この

計画が今後の設計作業のベースになるというものでございます。 

また、右側には、基本計画の構成を掲載しております。 

複合施設ということで、３部構成になっておりまして、第１部の全体基本計画では、施設の整備

方針や整備場所、スケジュール、概算整備費などの共通的な事項を記載しております。 

第２部の病院施設の基本計画では、病棟や外来などの各種部門ごとの計画のほか、病院経営の持

続可能性の確保、資金収支の見通しなどを記載しております。 

第３部のコミュニティ施設の基本計画も同様で、部門別の計画などを記載しております。 

本当に簡単で恐縮ですけれども、説明は以上とさせていただきます。 

〇議長（菅原由和君） 説明が終わりました。ご質問等ある方はご発言お願いいたします。 

19番及川佐議員。 

〇19番（及川佐君） 新医療センターの最終案についてお伺いいたします。 

実は一般質問の締切が６月３日ですので、最終案について私何かしようと思ってもなかなか、中

旬になりますから、おそらく最終案はまだ出ていないですのでできないんですけれども、この最終

案は議会にはどのようにかける予定なんでしょうか。 
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私が思うにはやっぱり一般質問の前にこういうものを出していただかないと、先ほど言ったよう

に、次の全員協議会、議長もおっしゃったように全員協議会で議論というのは、実際できないわけ

ですよ。 

従ってこれはかなり前にいただかないと、最終日に予算として補正が出ても、議会の中で議論す

るってチャンスは非常に少ないし、ないんではないかと思いますので、これはちょっと、議員、議

会として、それをどのように、当局は最終案を提示しようと思っているのかをお聞きしたい。１点

です。 

もう１点、最終案に関わってですが、どうも先ほどの意見を聞くと、例えばこの間新聞や、胆江

日日新聞でも出ましたが、医師会の意見を基本設計に反映すると会見で市長がおっしゃったみたい

ですけれども、中身を読むと、今の話もそうですが、医師会の反映ってのは、包括ケアに限定する

というような内容と受け取るんですが、医師会の意見の範囲はそのようなものだと理解してよろし

いんでしょうか。この２点についてお伺いします。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） 大きく２点のご質問いただきました。 

最終案を議会にどうかけるのかというお話でございました。 

こちらの方としては６月定例会中に、最終案が固まり次第、地域医療懇話会などを予定しており

ますので、そこにかける内容と同じものを議員の皆様には、説明をしたいと思いますが、日程がま

だちょっと、議会日程も流動的なところがありますので、いつというのはちょっと今の段階では言

えないんですけれども、いずれ、全員協議会でと考えておりました。 

それで、最終案のところでがらっと大きく変わるっていうことは考えておりませんでしたので、

もしその議員の皆様からここはこうすべきだという意見が今の段階でいただけるのであれば、この

パブリックコメントの期間中にパブコメの段取りを踏まなくて結構ですので、こちらの方にご意見

をいただければそこはしっかり受け止めたいと考えております。ということで、ちょっと本当に時

間のない中、申し訳ないんですけれども、全員協議会を通じてしっかり説明をしたいと考えており

ます。 

それから、医師会の意見の反映の仕方の部分。これ、詳細は今内部で今検討しているところでは

あるんですけれども、大きくは、地域包括ケアシステム、あるいは、在宅医療などの地域医療の在

り方、そういったところの大きい部分についてはしっかり施設整備と並行してそこはしっかり議論

していただいて、そこから後、施設の方に、建物に反映できるところは、そこは反映していきたい

と思っております。 

その他に、設計の段階でいろいろ細かいところを決めますので、ここは医療の専門の方から、や

はりご意見をもしいただければそういったところも、意見を頂戴するということがいいのかなとい

うことで今内部では考えております。あと、その他に、医療局の方での話になるんですけれども、

市立医療施設の将来の在り方といいますか、どういった形で、施設は残すとしても、どういう形で

最適化を進めるのがいいのか、そこの検討を始めることにしておりましたので、そういった際にも、

医師会の先生からご意見をいただければということで、何点かテーマをちょっと分けて、論点を

絞った形にして、論点を明確にした形で、医師会の方々と今後議論を深めていければいいのかなと

今の段階では考えているところでございます。 

以上でございます。 

〇議長（菅原由和君） 及川佐議員。 

〇19番（及川佐君） 最初のスケジュールの問題ですけれども、先ほど議長もおっしゃったように、

全員協議会は議論する場じゃないんですよ。また、我々市民から選ばれた議員として市民に説明す

る義務もあるんです。 

特に、最終案に関しては最終案ですから、極めてこれは早急にはできないので、誰ももっと時間

が必要だと思うんです。ましてや、６月２日にパブコメの終了なんですけれども、まだ何もない。

一般質問の前にもパブコメの終了のトータルの意見書の内容は分からない状態でやらざるをえない。

最終案も提示されていない。全員協議会だとか個別に言ってくれって言うんじゃなくて、議会に話

すということはそういうことじゃないと思うんです。 
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市民に対して我々も一般質問なりを踏まえて、報告する義務があると思うんですが、今のやり方

は非常に拙速だと思いますので、これは改めていただきたいと思うんですが、もっと時間を取って

いただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。１点です。 

もう１つですが、今の医師会の対応の問題ですけれども、胆江日日新聞でもアンケート集計が出

ていまして、医師会の見解っていうのは、必ずしも包括ケアとかそういう部分的な問題ではないと

私は思っています。ここに書かれている、中間案全体の評価が賛成できないというのが63％を超え

ているわけですよ。従って包括ケアで、あるいはこれから基本設計をして、後で部分的に医師会の

意見を聞くんじゃなくて、もうちょっと、医師会との議論はすべきだと思うんです。これは、やっ

ぱりその、時間的に非常になさすぎるので、これももっと確保すべきだと思うんですが、この２点

について再度お伺いします 

〇議長（菅原由和君） 倉成市長。 

〇市長（倉成淳君） 私の方からお答えしますが、まず１点目。 

最終案について、これまでも中間案、それから中間案の修正案ということで、いろいろ議論して

きまして、そのコンテンツは大きく変わらないという前提で考えていただきたいと思います。それ

で、今回パブリックコメントをもっても、もう一部来ていますけれども、そこで大きく変わる要素

はあまりないんじゃないかと今は想定していますが、大きく変わった場合にはそれを議員の皆さん

に早急に提示するということです。 

それから、２つ目の胆江日日新聞の記事を私も見ましたが、あれは中間案の時点でのアンケート

調査であって、それを我々は、ポイントポイントで修正したものを出しているわけで、修正案に対

しての医師会のコメントではないということを前提に考えていただきたいです。 

それから、あえて言いますと、これは、別に公表しなくてもいい内容かもしれませんけれども、

アンケート調査。普通、アンケート調査の場合は、統計的な有意があるかどうかっていうことを新

聞社で調べます。我々も日経新聞の方に頼んで調べましたら、回収率40％では、統計的な有意はあ

りません。そういう中での今の状況であると。 

修正案については、市民説明会でもいろいろ議論されているように、医師会の方も、建設に反対

するものではないと。ただいろんな懸案があるということで出されているわけです。今我々が論点

として整理しているのは１つありまして、大きくはです。奥州市のこの地域医療に関係した、特異

的なっていうか、奥州市の地域医療に関係した問題と、それから全国的な病院の問題と大きく２つ

あるわけです。 

奥州市の地域医療に関連した課題として、我々が論点を持って医師会とやるべきと思っているの

は、１つは、今我々が目指している、2040年の医療を考えた上でのコミュニティホスピタル、要す

るに複合的な、その病院機能をダウンサイジングした上で、複合的な病院機能を持つということに

関しての専門家の意見を聞きたいということと、２つ目は先ほども話しましたけれども、包括ケア

に関する体制の問題、今まで確かにうまくいってないわけですよ。我々、福祉部を中心にいろいろ

包括ケアをやってきましたけれども、やっぱりこれからはもっと急いでかつ、また、全国事例を活

用して進んで取り組まないといけないという段階での議論が必要だと思っております。 

それから、３点目は、これ５つの市立病院とよく言われますけど、そのうちの２つは、いわゆる

衣川の診療所と歯科診療所ですから、それはまた別なものとおいて、３つの市立病院、診療所、つ

まりまごころ病院、水沢病院、そして前沢診療所、この連携等をどうするかっていうことに関して、

しっかりと医師会と議論したいと思っています。ですから、建設に関係するのは今言った３つのう

ちの１番だけなんです。 

でも１番は、建設する・しないで議論しても意味がなくて、建設するという前提で、意見を聴取

するという立場で臨みたいと思っています。あとは、全国的な問題っていうのは昨日、実は東北市

長会で、総務省の自治財務局の局長さんからの講演があって、やはり今内閣府では、骨太の方針の

中で非常に危機感を持って臨んでいるのが、この病院経営であるということをおっしゃっていまし

た。今年度末までに具体的な案を出すと。 

それは今、総務省と厚生労働省が一緒にやっていて、総務省の場合は、資金調達といいますか、

今、公立病院の７割が赤字に転落したということを重く受け止めて、これの公的な補助をどうする
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のかっていうことを総務省が考えて、一方で厚生労働省はこれ保険点数の問題です。 

今の病院経営っていうのは価格転嫁できない構造であるんで、それを根本的に考えるっていうこ

とを総務省はしっかり今、関係省庁と連携してやると宣言しておりました。ですから、国の大きな

施策についてはそれを待つしかないんです。 

ただ、我々の場合大きく、病院経営の問題と医師不足の問題があるんですが、国の問題として、

医師不足に関しては、我々ができるところもやらないといけないということで進めるということで

ございます。ちょっと長くなりましたが、質問に答えるために、現時点でこうさせていただきまし

た。 

〇議長（菅原由和君） 及川佐議員。 

〇19番（及川佐君） 今の内容に反論がありますが時間がないため言いません。言いませんけれど

も、そうすると、じゃあ何のためにパブコメやったり、集計するんですか。 

また、医療懇話会をやる必要は基本的にはもうやるって、もう基本的には建設を前提とした機能

的な部分の意見の交換だけらしいです、市長の記者会見によると。これは記者会見の文書ですから、

読み上げただけですから。となると、果たしてそんなことであえて、パブコメも、もうあと残り２

週間あるわけですよ。半分なんです、今の時点で。いろんな意見がこれから出てきてまとめるわけ

ですよ。で、あわせて医師会の意見も踏まえて、懇話会で修正することもあるのでそれが最終案に

なるわけですよ。 

それも議会には個別に来いだとか、あるいは全員協議会のとき説明するからいいとか、これはい

い加減にもちょっと時間がなさすぎるんで、これは再考すべきだと思うんですが、最後にそこだけ

聞いて終わります。 

〇議長（菅原由和君） 倉成市長。 

〇市長（倉成淳君） いや、逆にね、論点で何を加えたいかっていうことを具体的に言っていただ

きたいんですよね。それについて説明が必要であれば最終案の中で加えると。今、佐議員が一番問

題だと思っている論点をちょっと説明していただきたい。 

〔「私はいいです。きりがない。」との声あり〕 

〇議長（菅原由和君） いいですか。他にどうぞ。 

18番。 野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） 18番、 野富男です。 

何点かありますが、まず、新医療センター整備基本計画に係る進捗状況等についての１ページで

すが、３、主な意見と対応方針で、(２)、収支見通しが甘い。安定経営の持続は無理ではというこ

とに対する対応策を書いておりますが、ここに持込み資金に頼ることなく運営ができる見通しだと

記載されております。この持込み資金に頼ることなくという、この持込み資金というのは何を指し

ているのか、お尋ねをしたいと思います。 

あわせて、（３）の市立の統合や県立病院との統合も検討すべきではという意見に対して、施設

は残しつつも、連携強化や組織体制の一元化などの効率化・最適化策は実行して参りますと。これ

は今までやっていなかったのをやるということなんですか。ここの連携強化、組織体制の一元化、

ここのご説明を１つ、お願いをいたします。 

続いて、２ページの３、（５）、医師会との協議が整っていないのではないかと。ここで、先ほ

ども若干表現はあったかと思いますが、在宅医療などの課題解決には時間がかかると。それは待っ

ていられないということなんですが、在宅医療の課題解決、どういう問題があって、現時点でどの

時点にあるのか、その現状をご説明いただければと思います。 

まず、進捗状況を３点についてお伺いし、その後に、整備基本計画について何点かお尋ねしたい

と思います。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） 今、３点ご質問いただきました。 

１点目の持込み資金、これがどういうことですかということですけれども、今も医療局で５つの

医療施設を経営、運営しておりして、そこで、資金がございます。 

それが今ですと、ちょっと変動するんですけれども、26億円から28億円くらいの間で動いていま
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して、そのくらいの資金はあるという状況です。 

仮に、これを全然使わないとしても、新病院では、最初の10年間は何とか医業収入だけで、もち

ろん所定の、法定の繰出金もいただいた上でという話になりますけれども、そこで資金を減らすこ

となくといいますか、資金を維持したまま運営はとりあえず10年間はできると。10年あればその間

に、次の例えば10年の部分をどうやっていくかっていうのを考える時間は十分ありますので、そこ

でしっかり組み立ていたしまして、そういったことを繰り返して、しっかり安定的な経営をしてい

きますっていうのが今回の説明ということでございます。 

それから、市立医療施設の部分の統合に代えて連携強化といったところを進めていきますってい

う部分、今までやってこなかったのかと言われれば、今までもやってはきているんですけれども、

なかなかこれからの、例えば、医師含めて医療スタッフの確保も難しい時代になっていくっていう

ときに、今のやり方ではやはりなかなか足りないだろうと。これからを考えたときに、今まで足り

ない部分もあったのでそこはしっかり、もっとこう抜本的なといいますか、組織の体制の在り方そ

のものを見直すとかです。医師の配置、そういったところの柔軟性を持たせるとか、ちょっといろ

いろやり方は候補としてはあるんですけれども、そういったところをこちらとしても、やっていか

なきゃだめだと思っていますし、医師会の先生方からもそこをしっかりやらなきゃだめだよねとい

うことでご指摘をいただいている部分ですので、そこはしっかり取り組んでいきたいという部分で

ございます。 

それから、２ページの（５）の医師会との協議の部分で在宅医療という言葉でこれ、時間がかか

るということでございます。 

在宅医療、訪問診療とか往診とかという部分なんですけれども、訪問看護は割と胆江圏域、ちゃ

んとできているんですけれども、その訪問診療とかが、なかなかちょっと他の圏域と比べると、そ

の奥州市というのが、胆江圏域ってのが、提供ケースが少ないと。で、在宅医療が必要な方が少な

いわけじゃないと思いますのでやはりここは提供体制が、ここ、脆弱なんだろうというような見立

てをしております。この圏域では主に、江刺病院さん、まごころ病院が訪問診療を支えているんで

すけれども。水沢の医療機関が、なかなか取り組んでいる医療機関が少ないということで、ここは

本来は総力戦といいますか、開業医さんも含めて、あるいは公立、民間の病院も含めて、みんなで

やっていかなきゃだめな部分なんですが、そこがなかなかできてないということで、じゃ何がそこ

でネックになって今できていないのかそういった現状分析から始めて、そこを心配なくやれるため

にはどういった支援策、行政としての支援策が必要なのかとか、そういったところをしっかり把握

して、そういった課題解決をしていかなきゃだめだろうと思っています。それが必要だということ

を前から言われているんですけれども、なかなかこの議論っていうのも進まなくて、今回奥州保健

所さんとも相談して、やっぱりそこは、個々が連携しながら、これからしっかりとは協議していか

なきゃ駄目ですよねっていうところまでは確認できていますので、そういった方向で少し、おそら

く時間はかかるんですけれども、その在宅医療の体制の強化といった部分で、協議を進めていきた

いと思っているところでございます。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） 収支の見通しの部分の持込み資金っていうのはそれぞれの、我々の言葉で

使えば現金。今現在、各病院で持っている現金の話という理解でいいんですね。 

これは、５年後枯渇するのか、残るのか分かりませんけれども、いずれ、頼ることなくという表

現ですから、当然それは、黒のままで引き継がれるという理解をすればいいということでよろしい

ですか。 

それと、医師の配置等についてはこれは、医療センターと直接関わりはなくて、これを早急にや

るべきことなんですがあえてここに載せたという理由があれば、コメントをいただければいいと思

います。 

それと、この在宅医療もなぜ今までできなかったのかという、現状分析をするということのよう

ですけれども、これは相当の時間がかかるということですか。一、二年でこれは解決される問題な

んでしょうかという点を伺って、次の質問に移りたいと思います。 
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〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） 資金の話はそのとおり、今医療局の方で、５つの医療施設と

しての資金がありますのでこれが枯渇するということは想定していないです。資金がなければ、病

院の運営はできませんので、いわゆる倒産になってしまいますので、この資金はしっかりもちろん

維持していきたいと思います。 

新病院ができたからこの資金がどんどん減っていくっていう状況ではないですよと。新病院の運

営だけで10年間は少なくとも持込み資金を使わなくても維持ができるんですっていうことをちょっ

と強調したという部分でございます。 

それから、在宅医療の現状といいますかその話をなんでこの資料に載せたかと。新医療センター

とは関係なくやるべき課題なのにということでございましたが、今回の新医療センターの市民説明

会の中で、あるいは、医師会の理事会の方でもちょっと事前に説明したというところもあって、そ

の際に、この在宅医療はしっかりやらなきゃだめですよねっていうことを言われていましたので、

そこはちゃんとやりますよということを、対応方針としてここに載せたというものでございます。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） はい。まず、その程度にします。 

続いて、資料、今日は説明がありませんでしたが、整備基本計画修正案の方で何点かお伺いをい

たします。 

同じ質問になりますけれども、12ページに、在宅医療の充実の・・・ 

〇議長（菅原由和君） ごめんなさい、どっちの資料でしょうか。概要版と・・・ 

〇18番（ 野富男君） 概要じゃない。修正案の方です。12ページの３、基本方針(3)、在宅医療の

充実と、ごめんなさい。それと・・・ちょっとすいませんここ飛ばします。 

22ページの整備場所。１の（１）で、今後高齢化がさらに進む中で、病院への通院を考えた場合、

高齢者の利用頻度が高い公共交通の利便性が良い場所が望ましいこと、と書いていますが、これは、

確かにそのとおりだと思うんですけれども、例えば今回この資料を作成する際に、この高齢者の利

便性を高めるために、どういうふうな整備をされる予定でしょうか。例えば、江刺で言いますと岩

谷堂の方もいますけれども、中山間地域の方もいますね。あるいは、衣川の方もいるでしょうし、

胆沢の方もいると思います。そういう公共交通を使って、どのようにその利便性を高めていくのか。

例えばその便数とか、その通院の時間等の調査等、一応、調査された上でこういう表現になってい

るのか。その点についてお伺いをいたします。 

続いて29ページに、参考２として、奥州市の財政状況という記載があります。これまでも言われ

て参りましたけれども、新病院の建設費は既に長期財政見通しに反映済みと書いておりますし、病

院建設費の負担分を上乗せしたとしても、健全な財政運営の維持は可能だと書いております。この

長期財政見通しに反映している額っていうのは、確認ですが幾らでしょうか。 

そして、ここで表現している、建設費の負担分を上乗せという、この上乗せっていうのは、どう

いう内容なんでしょうか。改めてこの点について確認をさせてください。 

続いて、62ページ。 

62ページに、第２部第６章、病院経営の持続可能性の確保というのが書いてございます。ここに、

最初のリード文だと思うんですが、１行目に、県立病院や民間医療機関ができない領域を補完する

と。３行目に、不採算部門の医療の提供に取り組むという表現があります。 

ここで言っている、県立病院や民間医療機関ができない領域を補完するというのは、具体的にど

ういう中身なのかと。それと、再三言われている不採算部門っていうのは、どの部門をご指摘され

ているのかお尋ねいたします。 

それと２に、総合水沢病院の赤字計画からの脱却の考え方というのがございまして、４行目に、

特に総合水沢病院では、県立病院や民間医療機関との連携強化による、病床稼働率の向上と、これ

で収支均衡を図るということになると思うんですが、ここで言うところの県立病院、民間医療機関

との連携強化、これは、これまで、この連携強化というのは具体的にどういうことで病床稼働率を

上げるのか、この点についてお伺いをいたします。 
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さらに、63ページの上から２行目になります。さらにというのがあります。県立胆沢病院や県立

江刺病院との連携を深めることで、奥州市内全域をカバーできる医療体制の構築を図ると。これも

う、言葉としては何とも分かるんですが、具体的にこの連携というのはどういう連携を、病院さん

と協議されて連携を深めて行こうとしているのか。この点についてお伺いをいたします。 

〇議長（菅原由和君） 暫時休憩します。 

〔暫時休憩〕 

〇議長（菅原由和君） 再開します。 

皆さんにお伝えをさせていただきますが、今日の全員協議会の説明事項は、基本計画に係る進捗

状況等についてということで、計画の修正案についてということでばふっと説明はあったんですけ

れども、あくまで進捗状況等に限って質問をしていただければと思っています。 

修正案の１つ１つ細かい部分を皆さんからご質問がありますと、結構な時間を要するのかなと

思っておりましたので、また、パブコメが終わった後にも、何か修正案の説明があるということで

もありますし、また、それ以前にもし確認したいことがあれば、個別に受けたいということであり

ますが、今、 野議員から質問があったのは受けてしまいましたのでここは答弁をしていただきた

いと思いますけれども、その点十分ご配慮いただければと思っておりました。 

はい、 野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） 先ほどの市長の話ですと、皆さんには中間報告と修正案と、基本計画は大

きくは変わらないということなので、そうなると、基本計画自体が全然議論されていない、今まで

はね。なので、私はあえてこの場で聞きました。そうでないと我々が聞くのはどこで聞けばいいん

ですか。一般質問でこれを聞くんですか。あるいは、個別にすべてをこれ、項目を書いて、個別に

聞いてくださいっていう話ですか。先ほどの佐議員の話じゃないですが、それぞれ議員が持ってい

る疑問とか、それをただせば、公開された中でお伺いするのが私は議員として出すべきことだと思

いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（菅原由和君） 今受けたものについては答弁をさせていただきます。 

〇18番（ 野富男君） お願いします。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） 何点かご質問をいただきました。まず、公共交通の部分、簡

単に言えばバスということになります。市の中心部に建設したいということですので、何て言いま

すか、いろんな地域からアクセスができることが容易なように、そういったことで、そのバスの交

通網といいますかそこはしっかり整えて、維持していきたいと思っております。 

それから、財政計画での建設費の上乗せの部分がありました。ちょっと金額は今手元に資料がご

ざいません。上乗せという部分は、新病院ができたことによって、起債の償還額が増えるとか、建

設改良費として、そういった部分が増えますのでそこは法定のルールとして、繰出金が増える仕組

みに、今よりも増える仕組みになっておりますので、そういったところをちゃんと上乗せしたとし

ても、大丈夫、財政運営上は支障、問題がないんだよということを言ったものでございます。 

それから、新病院の部分で医療として県立病院や民間でできない領域っていうのはどういうもの

かということですけれども、端的に言えば、救急、あるいは新興感染症の対策、そういったところ

が市立病院としてやっていかなきゃだめな部分だろうと思っております。今も急性期と回復期の医

療のはざまといいますか、そこの受け皿っていうのがこれからもっと必要になると思いますので、

県立病院、民間病院さん、民間クリニックさんとかと連携しながらそういった隙間の領域といいま

すかそういったところもやっていかなきゃだめだと思っております。 

その赤字脱却としての連携強化、もう１つあったさらにといったところを次のページでの連携強

化は同じようなものなんですけれども、いずれ今、いろんな病院が同じ医療を提供しているわけで

はなくて、各それぞれの病院で胆沢病院であれば、基幹病院として急性期のまさに中心としてやっ

ていると、あとはいろんなリハビリに特化したような回復期の病院もあれば、あとは本当に慢性期

を扱う療養型の病院もあって、そういったところの機能の役割の分担をしているんですけれども、

そういったところとの分担をしながら、そことの連携を深める、患者さんをちゃんとパスでつなぐ

といいますか、そういったことで紹介あるいは、開業医さんの逆紹介というのもあると思います。
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救急で来た患者さんを、何て言いますか、安定期になればここはかかりつけのお医者さんの方に返

して近くのクリニックさんに通っていただくとか、そういったようなしっかり役割をちゃんと明確

に分担した上で、その間での連携を図っていって、圏域全体の地域医療をしっかり構築していくん

だと。そういったことをしっかりやっていけば、一定のそのニーズっていうのを受け入れられます

ので。となれば赤字脱却、安定経営の安定化にも繋がるだろうということで資料に掲載したという

ものでございます。 

今、出た各ご質問の中身につきましては、すべて中間案にも入っていましたし、４月の市民説明

会でも、論点をちょっと絞った形で説明してきております。細かいところでいろいろご質問は多分

おそらくあるのだと思います、これだけのボリュームですので。もしよければ、そこは個別に聞い

ていただければしっかりお答えしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。また、もち

ろんご意見につきましては、いただいたものにつきましてはしっかり受け止めて、パブコメとあわ

せて、最終案への反映を検討させていただきたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） それでは、特段しませんが要望だけしておきます。文書で照会できる分に

ついては照会しますが、特に高齢者の利用頻度の高い公共交通の利便性、特に水沢エリアのことだ

けじゃなくて市内全域のことを考えて、公共交通の整備をしていただかないと、なんかこれだと、

簡単に遠くの人も病院に行けるような表現ですのでここら辺の公共交通関係と連携をとって、ここ

ら辺の対応策を１つ、これは、病院ができようができまいがですが、これはぜひ対応していただき

たいと思います。 

それと、不採算部門というのがよく見えてこないので、この不採算部門というのは何なのか具体

的に後で、資料で結構ですので、ご提示いただきたいと思います。それで回答がなかったんですけ

れども、要は私、文書として表現するのは構わないんですけれども、ここに先ほど言いました、特

にその水沢病院の赤字経過の脱却の考え方の中に、県立病院とか民間医療機関との連携強化って

入っているんです。どういうふうな話し合いをされてきたのか、その部分の資料をそしてどういう

連携をするのか、これも後で、文書で結構ですからご提示ください。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） 今いただいた部分についてはもちろん資料とかで、しっかり

お示ししたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 二階堂政策企画部長。 

〇政策企画部長（二階堂純君） この件に限らず公共交通をという部分がありましたので、以前に

お示ししていますとおり、第４次バス交通計画、そういったものの中で、今の論点も方向性を示し

ておりますし、あと今日は４番目にそれに絡んだお話がありますので、そこでもし必要であればご

質問等をお願いしたいと思います。 

〇議長（菅原由和君） よろしいですか。 

他にまだご質問を予定されている方は・・・いらっしゃいますね。 

それではここで、午前11時15分まで休憩いたします。 

〔暫時休憩〕 

〇議長（菅原由和君） 再開いたします。引き続き、質問をお受けいたします。 

２番、宍戸直美議員。 

〇２番（宍戸直美君） ２番、宍戸直美です。大きく４点お伺いします。 

まず、財政負担に関する質問ですけれども、まず今、市民の負担で一般財源から払う34億円につ

いては、まず今の財政調整基金っていうところも調整しながら、今大丈夫だということなんですけ

れども、やっぱり病院会計の方が心配なんですけれども、39億円というその負担を、やっぱり今の

経営からだとどう見ても、どこからこういう金額を見通して支払っていくのかなっていうところが、

今の説明では10年単位で考えていくっていうところですけれども、やっぱり、建てるのであったな
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らば、今のうちに、もう少し詳しい説明というものは必要とされると思うんですけれども、そのこ

とについてもう少し具体的に説明をお願いします。 

あとは、医師確保についてなんですけれども、東北医科薬科大学との医師派遣については、これ

は新医療センターが建設される、されないっていう話ではなくて、今の水沢病院で十分に連携して

いくという話でもあるのかなと思いますけれども、具体的に連携協定っていうのはいつ頃に結んで、

医師の派遣っていうのが、水沢病院の方に派遣される予定であるのか、具体的な見通しについて教

えてください。 

あと今、小児科の先生のご年齢が、新医療センターが建設される年には退職される年齢になって

いるのかなと思うんですけれども、やっぱり水沢病院には小児救急であったり、不採算部門ってい

うことを担っていただきたいと思っているんですけれども、そのシニア世代の医療についてはすご

い細かい説明をいただいてありがとうございます。ただし、小児医療っていうところについては、

あんまり説明がないのですけれども、市としては、子どもの医療について今後どのように考えてい

るのかを、その点についてももう少し具体的に考えていることを教えていただきたいです。 

あと、３番目に水沢公園っていうところの建設の候補地なんですけれども、今回の市民説明会で

もやっぱりその公園に決まった理由っていうのが納得ができないなっていう声もすごく多かったの

ではないかなと思うんですけれども、その利便性とかを考えると、もう少しまちの中心っていうの

は、今、水沢公園の辺りが中心ではないっていうふうな理解で、まず、国道４号の方のアテルイ、

生協の方が何となく今、利便性としては良いのかなと思うんですけれども、病院を建設しながら

やっぱり経済効果っていうものを考えていくとしたならば、なんか市長の言い分としては、向こう

のもうちょっと開けた方に病院を建設した方がよいのではないかと思うんですけれども、今の市民

の声をどのように受け止めてやっぱり候補地は変えないと言っているのか、その点についてお伺い

いたします。 

あと、最後なんですけれども、４点目がやはり市民合意というところで、この市民説明会が６回

行われましたけれども、やはり心配する市民の声がすごく多かったのではないかと思いますけれど

も、やっぱりコンテンツは変えていかないと、市民合意が得られたっていう市長の考えについて、

もう少し、どの辺で多数の方が今のコンテンツでいいよって言ったのか、その点について、もう少

し具体的にお伺いしたいです。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） １点目は財政の問題ということで、一般会計の方はともかく

病院会計の方が、今の状況を見ればそんなにうまく行くとは思えないんだけれども、これ、どう見

ても問題ないんじゃないかということを言われました。 

もともと病院の方の、今の水沢病院の経営強化プランの方でも今年度から、整形の先生に来てい

ただくっていうことがある程度こう見えていましたので、そういったところも織り込んで、整形外

科の先生が来ての増収というのもこれから期待できる部分です。６年度の決算では出てこないんで

すけれども、７年度以降そういう効果が出てくると。それだけでもまだやっぱり、新病院に足りな

いところもあって、今回は地域包括医療病棟っていう、新たな昨年度新設されたそういった病棟区

分で運営していけば、どうも増収になるぞということで、そういったところも目指してそれを織り

込んで、そうすれば何とか資金繰りとしては10年間はもつような経営ができるというような見立て

を作ったということでございます。そこをもっと緻密にお示しできればいいんですけれども、整形

の先生も４月に来てここの４月、５月、だいぶ水沢病院の入院患者さんも確実に増えてきていると

ころではありますけれども、先ほどの地域包括医療病棟という新しい区分も、これ昨年の６月にで

きた区分でございまして、２年に１回、診療報酬が改定になるものですからその時その時で、いろ

んな考え方が次々こう出てきて、新病院ができるあたりにどういった診療報酬の体系になっている

のかっていうのも、今正直言うとなかなか見通しが難しいっていうところがございます。 

ただ、そういったいろんな病院にとっては有利なっていうと言葉はあれかもしれないんですけれ

ども、しっかりその収入が得られるような、診療報酬の体系をちゃんと分析して、それに最も有利

な形で、加算とかそういったものをしっかり取って、収入を増やしていくというのが王道ですので、
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そこはしっかり取り組んでいきたいと思っております。 

それから、医師確保の部分で、１つは東北医科薬科大学との部分っていうことでございます。 

医科薬科大学さんとは新医療センターがその目指す姿っていうのに共感していただいて連携の話が

最初、当初スタートしたっていう経緯はありますけれども、それにしてもその新病院ができてから

ということじゃなくて、今の水沢病院、あるいはこれは市の医療施設の方といろいろ連携していき

たいということで今、包括連携の方の話し合い進めております。 

ただ、ここはやっぱりいろんな関係者、ステークホルダーがおりますので、そういったところの

調整を今進めているところでして、今具体的にその調整が進んでいるというところで今具体的なス

ケジュールの方をお示しできる状況ではないという状況でございます。 

もう１つ、医師確保に絡んで小児科の部分。小児医療をどうしていくのかというところでござい

ました。公立病院として、水沢病院で小児科を今持っていますから、ここは何としても維持したい

という考えでおります。確かに今、４月から来た先生が新病院ができるあたりにちょうど定年退職

される年齢になります。ただ、まだそれまで５年ありますので、その中でしっかり次の小児科の先

生の確保っていうのは進めていきたいと思いますし、あともう１つ市全体のといいますか行政とし

ては、この圏域に小児科が厳しい現状だというのは十分承知しておりますので、この部分も今後、

医師会の先生方と連携・協働しながら、どうすればその開業医の小児科の先生も確保、何て言いま

すか、維持あるいは増やしていくことができるのか、そういったところも連携しながら、維持・確

保に努めていきたいと思っております。 

それから、水沢公園に決まった理由、こちらの方で説明しております、こちらとしてはそのとお

りでございます。で、様々の意見はあるんだろうと思いますけれども、今回の市民説明会の中では、

あまりその場所に関するご意見っていうのはちょっと少なかったのかなと思っておりました。 

確かに国道４号近くの開けたところがいいっていう、多分聞けば、いろんな人がいろんな意見

持っていますので、こちらとしてはそういったところをこれまでも十分聞いてきたつもりですので、

そういったところを踏まえて、今回の修正案の提案に至っているということでございます。 

それからあと説明会の中で不安、何て言いますかその市の説明が不安だとかどうもちょっと市の

説明本当なのかどうか、疑問だとかそういった声、確かに多かったのはそのとおりでございます。 

信用されていないんだなと思っているんですけれども、なんていいますか、今回の説明会の中で、

だからここはこうした方がいいですよねとか、この機能は例えば、病床の機能が、なんていいます

か、80床は多いから半分の40床でいいんじゃないかとか、そういった具体的なこうすべきだってい

うご意見はなくて、どうも市の説明が不安だ疑問だというような部分でございましたので、こちら

といたしましては一定程度、中間案の説明のときには、新病院なんかいらないんじゃないかとか、

そんなの、誰も使わない施設、お荷物になるんじゃないかとか、結構過激な意見もあったんですけ

れども、そういったことは今回はなくて。だいぶやっぱり、今の水沢病院の役割、感染症であると

か救急であるとかそういったところの役割というのも理解が進んで一定程度その新病院の必要性っ

ていうのは理解いただいたのだと捉えております。ですので、今回は一旦、その整備は進めさせて

いただいて、すぐできる、来年できるかっていう話でもありませんので、そういった設計とかで詳

細を詰めていく中で、これまでなお言われている不安だとか疑問だという部分はしっかりお答えし

ていきたいと考えているところでございます。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 宍戸直美議員 

〇２番（宍戸直美君） ありがとうございます。財政負担のところについてはやっぱり将来的にど

うなっていくのかっていうのが、医療の方も分からない中で、市の財政っていうのも、５年前は財

政健全化を図りつついますので、５年後っていうのもその財政的にも見通しがつかないとなると、

もう少し慎重にリスク回避をするようなプランを立てていただかないと、子育て世代の子どもたち

への負担っていうものが、どうなっていくのかっていうところが分からないと、何か、これがいい

悪いっていうような案にはならないのかなと。やっぱり子どもたちにどれくらいの負担が、この新

医療センターを建設して残るのかっていうところは明確にしていただきたいと思いますので、その

点についてはお願いしたいと思います。 
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２点目の医師確保に関わり医師会の先生方の意見としては、やはり医師確保の難しさっていうと

ころで今の段階の計画では難しいのではないかというご意見だったのではないかと思いますので、

その辺もしっかりと、いつ、どこでやっぱり東北医科薬科大学との連携ができ、どこから医師が来

て、どのような診療科をしっかりと持った新医療センターになりますよっていうものが、明確でな

ければ、これだけの予算をここに費やすわけですから、本当にそこに市民の安心・安全な医療が提

供できるのかっていうものが分からないと、私たちはやっぱり市民の代表なわけですから、いいも

悪いも言えないのではないかと思うので、そこはやはり明確にしていただきたいと思いますので、

その点についてもお願いいたします。 

あと、水沢公園の活用っていうところも、必ずしもここに病院が必要っていうご意見は多くな

かったんではないかと思います。建設をするのには、もちろん皆さん反対はしていませんけれども、

その新病院をどこに建てるっていうところは議論されていないのではないかと思っていますので、

やはり水沢病院の今の場所に、現地建替案であったりとか、様々な候補地があって、市民に説明を

して、ちゃんとリスクであったりとか、そういった予算も含めて、やっぱりどこも財政難なのでで

きるだけお金をかけないで、水沢病院の経営維持ができるようにしていただきたいと思いますので、

建設候補地についてももう少し市民が納得できるような材料をお願いいたします。 

あと、市民合意っていうところですけれども、いまパブコメが始まっていますけれども、本当に

そういった市民の意見をここに吸い上げていただくとしたらば、やっぱり設計段階で、医師の意見

を反映するとしていますけれども、設計以前に、これもう、基本計画でいけるよっていうのをしっ

かりと医師会の皆様からＯＫをいただいてから、設計段階に入っていくのではないかと思いますけ

れども、その点についてだけは回答を今求めたいと思いますので、その点について、もし今後設計

以前に、内容を十分に把握、共有した上で、場合によっては、計画自体を見直すという必要性が出

てきましたらば、そういった方向にも進むのか、その点についてお伺いして終わります。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） ありがとうございます。財政の問題、あるいは医師確保の問

題、あとは場所の問題というところの部分につきましては、しっかりご意見といいますか受け止め

まして最終案、これから詰めていきますので、そういった中で、参考にさせていただきたいと思い

ます。 

最後の市民合意の部分。設計段階で取り入れられる意見っていうのも限りがあるといいますか、

限界があるので、その前にしっかりやるべき見直しをすべきじゃないかというお話でございました。

繰り返しになりますけれども医師会さんからいろいろ言われている地域医療の問題であるとかそう

いった本当にそこ大丈夫なのかっていう部分というのは、例えば、整備事業費も今概算でしか出て

いないです。設計をやってみないと、今本当に何階建ての建物にするかとか、プロの設計屋さんの

ちゃんとご意見聞きながら、もう少しなんていいますか詳細を詰めないと、今正確な数字になって

いない状況です。そういったところの精査をしっかり次のステップでやりながら、その上で、説明

が足りない部分、不安がある部分については、しっかり説明していきたいと思いますし、あとその

設計の中で、やっぱり今まで言われた意見の部分で反映できるものもあると思いますので改めてそ

ういったところは、設計にも反映させていきたいということで、繰り返しになりますけれども病院

の建設問題っていうのもなかなかその課題としては待ったなしという状況がございますので、一旦

ここは、整備の方は進めさせていただきたいっていうのが、今の現時点での考えということでござ

います。 

ただいま、パブコメもまだ中途でございますのでそのパブコメの結果を見てから、そこはもちろ

ん最終的な判断をしたいということでございますので、そこを見ながら、最終時には進め方も含め

て、最終的な判断は６月になりますけれどもさせていただきたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） いいですか。他に。 

22番、阿部加代子議員。 

〇22番（阿部加代子君） 22番、阿部加代子です。 

進捗状況等についての資料の１ページ目（３）、ポツ２つ目ですけれども、施設は残しつつも、
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連携強化や組織体制の一元化など効率化・最適化策は実行して参ります、その検討組織を今年度中

に立ち上げる予定です、とあります。今年度中に立ち上げるということなんですけれども、ちょっ

と遅いかなと思います。ので、同じように、整備基本計画の修正案の概要版の16ページの第６章の

４なんですけれども、市立医療施設全体の最適化に向けてということで、各施設の医療資源の最適

化の検討を進めるとあるんですけれども、結局はこの検討組織ができなければこの最適化の検討が

進められないのではないかと思います。参考の市立病院等の現時点の考え方で四角の囲みがあるん

ですけれども、これらをしっかり検討するためには早く検討組織をしっかり立てて、医師会からも

言われていますとおり、医療局としてのスリム化とか効率化とか、経営体制をしっかり見直す、そ

ういう組織をしっかり早く作って、そしてこの基本計画と並行して進めていかなければならないの

ではないかと思いますが、その点お伺いいたします。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） ご指摘のとおり市立医療施設の在り方といいますか、そう

いったところの最適化に向けた考え方を、本当に早く進めないとなかなかその市民の方からも不安

に思われるという部分ありますので、６月３日に医療局の方なんですけれどもアドバイザーの望月

先生にも来ていただいて、強化プランの検討会を開く予定にしておりまして、その中で組織の持ち

方といいますかをそこで議論して、了解が得られれば、その方向で早速、組織の立ち上げをします

し、あとそこで医師会の先生方にどう関わってもらうかというのも併せてそこで方向性を出して、

そこから早速、もう６月には医師会の方にもそこの打診といいますか、お願いといいますかをして

いきたいと、今そういったスケジュール感で考えておりまして、本当になるべく早期には、そこの

結論を出せるように努力はしていきたいと思っています。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 他に。 

５番、佐藤正典議員。 

〇５番（佐藤正典君）５番佐藤です。大きく２点ほど伺います。 

進捗状況等についての３の（１）で、医師確保に確実性がない。やはり難しいのではっていう問

いに、ちょっと疑問点があるんですけれども、シンポジウムではパネラーの方によって、医師の確

保について、郷右近県議さんとのやりとりで、医師確保策について認識の違いが表明されたんじゃ

ないのかなって思うところで、郷右近県議さんの話では、東北医科薬科大学からは設立から日が浅

く、まだまだ医師を潤沢に派遣する状況にはないという話をいただいていましたし、仮に医師を派

遣したとしても数年後、岩手県内に数人程度派遣できるかどうかであって確約できるものではない

との話もありました。そのことも踏まえながら、議員の立場として、市長の話と郷右近県議さんの

話のどちらを信じればいいのかっていうところも、客観的な視点から考えて県議さん２人も担当課

と会って話を直に聞いてきた県議さんを信じるのが当然だと私的には考えるんですけれども。その

上で担当課の方に伺いますが、我々どちらを信じたらいいのかなというところがありまして、正直、

この捉え方の全く違うものをどうやって判断しろっていうところなのかなと特に、客観的に思いま

すが見解を伺えればと思います。 

それから、３の（２）、収支見通しが甘い。安定経営の持続は無理ではないかっていう話の中で、

１点目としてシミュレーションとして、地域包括医療病棟を取り入れた場合の数字を出されたと思

うんですけれども、この地域包括医療病棟を導入している自治体病院ってのは、県内もしくは県外

でどれほどあるのかなと、今現在で。あれば伺えればと思います。 

また、地域包括医療病棟のデメリットとして、入院期間の短さ、最長で21日間ということでござ

いますけれども、今後、高齢者を増やしていくっていう考え方と整合性がとれないんじゃないかと

思いますけれども、この課題をどうするのか、伺えればと思います 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） １点目は医師確保の部分です。東北医科薬科大学さんが震災

の後に薬科大学から医科も扱うようになってまだ数年というところでございますので確かに卒業さ

れた学生さんっていいますか、その出身の先生が少ないのはそのとおりでございました。ここをど

う、何て言いますか、この医科薬科大学と包括連携するっていうことを聞いて、どういう受け止め
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をしてどういう期待の仕方をするかによって、何て言いますか、ちょっと考え方が変わってくるの

かもしれませんが、市の考えとしては、資料にもちゃんと載せているんですけれども、医科薬科大

学さんの傘下に入って、そこの先生だけで運営していくっていう話では全くないです。今も東北大

学あるいは岩手医科大学の方から先生に来ていただいて、岩手医大の方も常勤の先生はいないです

けれども非常勤の先生、たくさん来ていただいてそれで何とか病院をまわしている状況です。で、

それぞれやっぱり東北大学さん、岩手医科大学さんも、働き方改革なんかもあって、なかなかその

自治体病院の方に、中小病院の方に先生を派遣するっていうのはなかなか難しい時代になってきて

いて、どうしてもこちらが要請してもちょっと今そこは手薄で無理ですっていったような現状があ

ります。そういった部分で、さらに第３の選択肢として、東北医科薬科大学さんの方とこれから連

携を深めて、今は確かにそんなに先生はいないんですけれども、これからはどんどん先生たちも、

卒業する若い医師も増えてきますので、そういった中で、これからどういった部分ができるのかっ

ていうのをいろいろ話し合いをしながら、調整をしながら進めていきたいと。東北医科薬科大学さ

んとの関係だけで進められるものでもなくて、ここも岩手医科大学なり、東北大学さんとかとも連

携して、じゃあ足りない部分がどうなのかとか、そういったところを調整しながら進めることにな

りますので、そういった意味では確実に、今までよりは前進した取組だとこちらの方では評価して

おります。ただこれが、医師確保の確実性がこれで確実になるんだっていう捉え方をされますと、

やっぱりなかなかそこまでは難しいものでして、やっぱり確実な医師確保というのは、やはりどこ

までいっても、これはどこの病院も同じなんですけれども、おそらく今もう医師の研修制度が変

わった影響で、なかなか地方の中小病院では確実だっていうのは難しいというのが今実態だという

ことで、ただそれでも医科薬科大学との関係を深めるということが、医師確保に繋がることは間違

いないということでご理解いただければと思います。 

それから収支見通しのところでお示ししました、地域包括医療病棟、全国的にも去年の６月に出

てきたものでなかなかハードルが高いっていうのは実はそのとおりでございまして、全国的にもま

だ少ないという状況、それから県内では、確か２件、盛岡の方の、ちょっと病院の名前は出てこな

いですけれども、あと県立千厩病院さんが確か４月から導入されたという情報は得ております。在

宅復帰を目指すという部分なんですけれども、最長21日ということで、濃密なリハビリが必要な患

者さんには、それはもう本当に地域包括ケア病棟とかっていったところで、回復期リハビリテー

ション病棟なんていうのもあります。奥州病院さんでやっている、そういったところで、長い部分

はもちろんやっていただきますし、地域包括医療病棟の利点っていうのは、その急性期、例えば、

救急で、高齢者が救急で搬送されてきて、そこで一定程度集中して急性期の治療もやりつつ、それ

と同時に在宅復帰を見据えて、同時にリハビリも並行して提供して、いずれ在宅復帰率を上げてい

く。それが大事だよねということで今、国の方でもそこを進めているということでございますので、

最長21日とありますけれども、今の水沢病院の平均の在院日数が15日というところですので、そう

いったところでも、今の水沢病院が担っている医療とかけ離れたものではないというところで、ま

さにここの管内で言えば救急に力を入れている水沢病院こそ、その地域包括医療病棟を担うのにふ

さわしい病院だと考えておりまして、ハードルは確かにあるんですけれども、難しい条件はあるん

ですけれども、そこしっかりクリアしながら、この導入を目指していきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 佐藤正典議員。 

〇５番（佐藤正典君） ありがとうございました。１点目について、医師の確保策なんですけれど

も、客観的な視点で見ていて思うことなんですけれども、岩手医科大学さんに頼んで、東北医科薬

科大学さんにも手を伸ばすって形での医師の招聘策っていうのは、逆に相手に間違ったメッセージ

を与えて、最悪どちらからも疎遠になるような話にもなるような可能性も高いと思うんですけれど

も、このことをどのように捉えているのか伺えればと思います。 

それから盛岡と千厩病院でしたっけ、地域包括医療病棟やっていらっしゃるっていうところです

が、千厩病院は確か地域包括ケア病棟じゃなかったんですか。地域包括医療病棟も導入したんです

か。 

＜ 「導入した」との声あり ＞ 
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了解しました。１点だけ伺えればと思います。 

〇議長（菅原由和君） 桂田健康こども部参事。 

〇健康こども部参事（桂田正勝君） なんていいますか、あっちにふらふらこっちにふらふらする

と、ちゃんと大学から相手にされなくて大丈夫なんですかっていうご心配なのかなと思います。今

もそういうふうにして、地域包括協定を結ばないから今東北医科薬科大学に働きかけていないわけ

でもなくて、今も医科薬科大学さんとのいろんな分野でいろいろお願いしに行ったりとか、現場で

は教授に会いに行っていろいろこれまでも話をしてきている部分です。ご心配の部分、リスクがあ

るのはそのとおりですので、そんなことにならないように、そちらを十分分かっていますので、十

分そこは注意して、うまくやっていきたいと思っております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） いいですか。 

他にございますか。 

それでは特にご質問等ないようですので、説明事項②は以上といたします。 

説明者入替えのため、暫時休憩いたします。 

 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～ 

③ 第３次奥州市環境基本計画の策定について 

〇議長（菅原由和君） 再開いたします。 

次に説明事項③、第３次奥州市環境基本計画の策定について説明をお願いします。 

千葉市民環境部長。 

〇市民環境部長（千葉光輝君） 第３次奥州市環境基本計画の策定についてでございます。現在の

奥州市環境基本計画につきましては、平成29年度から令和８年度までの10年間の計画でございます。 

令和９年度以降の次期環境基本計画を策定する必要があることから、本日はその進め方などにつ

いて説明をさせていただきたいと思います。 

資料に基づきまして担当のＧＸ推進室主幹より説明をします。 

〇議長（菅原由和君） 及川ＧＸ推進室主幹。 

〇ＧＸ推進室主幹（及川政典君） ＧＸ推進室主幹の及川です。 

第３次奥州市環境基本計画の策定について、資料に基づいてご説明をいたします。 

まず、計画の基本部分ですけれども、第２次環境基本計画につきましては、先ほど部長からお話

があったとおり、平成29年度から10年間の計画で進めて参りまして、令和８年度で計画期間が満了

いたします。 

１次計画の検証を踏まえまして、当初、自然環境、地球環境、廃棄物、生活環境、快適環境とい

う５つの柱立てで取り組んできた計画に、さらに環境学習ということで、人材育成の視点を加えた

６つの柱立てで、２次計画を運用して参りました。 

なお、令和３年度に中間見直しを行いまして、新たな視点でありました、ＳＤＧｓの視点も中間

見直しで加えて、取り組んできたところです。 

令和９年度からの第３次基本計画につきましては、地球規模で喫緊の課題となっております脱炭

素、地球温暖化の取組というところへの対応が重要でございますので、資料にお示ししているとお

り、環境基本計画の改定にあわせまして、同時に地球温暖化対策実行計画の事務事業編及び区域施

策編、地域気候変動適応計画、この４計画を１つの計画にしまして一体的に策定をして参りたいと

考えているところでございます。 

環境基本計画は、環境分野の最上位の計画になりますので、この環境基本計画に包含する形とな

ります。 

事務事業編につきましては、現在、現行運用している第２次計画がございまして、こちらが令和

４年度に改定を行いまして、計画期間が令和12年度までになっておりますけれども、これを前倒し

で改定したいというものでございます。 

区域施策編、地域気候変動適応計画につきましては、新規の策定ということになります。 

４計画一体の策定でございますので、令和９年度からの10年間の計画ということで運用して参り
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たいと考えております。 

一体の策定につきましては、環境省等のガイドライン等でも認められておりますので問題ないと

考えておりますけれども、いずれ向かう方向としまして、目標、取組、関係者が相互に関連します

ので、限られた人材やコストを有効に活用する意味でも、一体的に取り組んで参りたいというもの

でございます。 

資料２ページ目をご覧ください。 

策定体制でございます。 

こちらについては、基本的には、他の様々な計画の策定体制と変わらないものですけれども、特

に我々としまして重点的に考えておりますのが、市民の声、それから事業者の考え方というものを

いかにしてくみ上げていくかというところが、最も力を入れていくべきところと認識しておりまし

て、この三角形のような形をしております底辺の部分に、策定コンサルティングというのがありま

すけれども、その上にＧＸ推進室、それから、市民ワークショップというところで、まずは、この

市民ワークショップも対面式にこだわらずに、様々な形での開催、様々な階層を対象にしたワーク

ショップというものを開いて参りたいと考えております。 

それから、市の環境市民団体であります、奥州めぐみネットにつきましても、矢印の関係性だけ

ではなくて、陰に陽に様々な形で、この策定体制に関わっていただきたいということで今、相談を

進めておりまして、そちらについても、当然市民で構成されている団体ですので、市民の声を聞く

というような形になるかと考えております。 

３ページ目です。 

策定体制のポイントでございます。 

今、概要をお話いたしましたので繰り返しませんけれども、やはり市民、事業者の参加の機会の

最大限の確保というところに取り組んで参りたい。世代についても、特に、高校生といったような

若い世代についても、しっかりと関係性を築いて参りたいと思っております。 

特に、第２次計画におきまして、環境教育というところを新たに柱に組み込んだわけですけれど

も、正直なところ、なかなか形式的な環境学習は開けても、それを広く市民に浸透していくといっ

たところがなかなか難しい課題であると捉えております。 

従いまして、こういったワークショップを開くことによりまして、そこでできた関係性を計画の

実行段階の市民の行動変容に結びつけるような機会に変えていくことができないかというようなこ

とを考えておりまして、先ほど申しましたように、対面式だけではなくて、ＳＮＳ、それから、

ネット環境を通しての開催といったものも含めて、関係性を最大限構築して参りたいと考えている

ところです。 

奥州めぐみネットについても同様でございます。 

スケジュールの方は後程ご説明いたします。 

４ページ目をご覧ください。 

委託業務の関係でございます。 

まず、今回の策定に当たりまして、コンサルティングを委託するという予定としておりますけれ

ども、令和７年度については1,893万1,000円の予算で、公募型プロポーザルの準備を進めておりま

す。過日、プロポーザルの事前説明会を開催したところですが、そちらには４社からの参加があり

まして、その他にも電話等での問合せが今２社来ているところです。 

財源の一部としまして県の補助金を見込んでおります。 

こちらは、地球温暖化対策実行計画の区域施策編の策定に対する補助ということになりますので、

令和７年度に限る補助ということになります。 

計画策定委員会につきましては、今後要綱を作成いたしますけれども、16人程度での構成を考え

ておりまして、公募による市民、事業者、団体に市役所内の関係課長を構成員としたいと考えてお

ります。 

計画策定委員の公募市民等については、市民ワークショップの方にも入っていただくような形を

考えておりまして、そのワークショップでの意見が策定委員会に反映されるというような形になる

ような進め方も考えているところですが、こういった部分についても、計画策定委員会、それから、
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環境審議会等の意見を伺って進めて参りたいと考えております。 

最後、別紙になりますけれども、スケジュールを簡単に説明させていただきます。 

別紙、策定スケジュールの方をお開きください。 

Ａ３で少し細かいんですけれども、本日は令和７年度の部分を中心にお話させていただきます。 

まず、先ほど申し上げましたようにコンサルティングの委託のプロポーザルの準備を進めており

まして、概ね県の補助金が確定する７月には、委託契約を結んで参りたいと考えております。 

それから、同時に市民ワークショップの募集を進めまして、令和７年度内を中心にワークショッ

プでの意見集約を進めて参りたいと考えております。 

それから、年度末までには、一定程度その計画の構成案をまとめたいと考えておりまして、市長

報告を行いつつ、また、市議会等へのご説明する機会もそういった際に検討して参りたいと考えて

おります。 

以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。 

〇議長（菅原由和君） 説明が終わりました。ご質問等がございましたらご発言お願いいたします。 

８番、東隆司議員。 

〇８番（東隆司君） ８番東です。３点お伺いいたします。 

１点目。先ほど課長の説明で、この今回の４つの計画、一部は策定義務あり、一部は努力義務と

いう計画４つを一体的に策定するということのメリットについては説明があり、かつ、国からのそ

ういう策定指針もあるので問題ないということでした。それを踏まえてお聞きするわけですが、と

いうことは、今これからやろうとする奥州市も含めてですけれども、このやり方がどちらかという

と一般的なのかというところについて伺います。 

それから２点目は、スケジュールの中に文言がなかったので確認ですが、現状の環境基本条例の

中に位置付けられている、環境基本計画の中に入れなきゃならないものがるる述べられております

が、今般この４つを策定していくということになりますと、そのところについては新たに入れると。

つまり、条例改正はこれはいつかの時点で必要だということなのかどうか確認させてください。 

３点目は、４ページ目のところで、公募型プロポーザルを今進めているということで、４社プラ

ス２社の電話照会があるということでしたが、この４社について、それぞれ、他の自治体での環境

基本計画策定の経験が当然あると思いますけれども、まずそれを確認したいことと、あとこの４社、

これはほとんど、というか全部が県内資本がないのか、逆に全部が県外資本なのか、その辺りの状

況について話せる範囲でお願いします。 

〇議長（菅原由和君） 及川ＧＸ推進室主幹。 

〇ＧＸ推進室主幹（及川政典君） それでは、１点目、２点目を私の方から回答しまして、３点目

はＧＸ推進室の大内副主幹から回答させていただきます。 

まず一体の策定についてですがこれが一般的かということでございました。 

こちらは、４計画を一体的にというのはなかなか少ないんじゃないかと聞いております。 

それから、条例改正は、不要だと考えております。 

〇議長（菅原由和君） 大内ＧＸ推進室副主幹。 

〇ＧＸ推進室副主幹（大内守人君） それでは３点目のプロポーザルに４社、現在お声がけをいた

だいている法人の計画策定関係の経験の有無についてでございます。 

プロポーザルの参加要件といたしまして、過去５年程度におきます、同様分野における行政計画

の策定経験について要件とさせていただく予定としております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 東隆司議員。 

〇８番（東隆司君） そうすると、４つの計画は国の指針として示しているけれども、それが一般

的かどうかっていうことは、どっちかっていうと違うんじゃないかということでしたけれども、別

に一般的じゃないから駄目だっていうことを言うつもりはありませんが、より、この方がいいとい

う判断だということのようですから、この件については承知いたしました。 

それから、条例改正のところですが不要だということなんですが、そうすると改めて確認します

が、これからは、策定後の令和９年度以降は、この４つが入ったものが奥州市環境基本計画だとい
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うふうに言うわけですか。 

私、そうだとすればやはり、環境基本計画の中に盛られる内容としては、こういった温暖化計画

や施策編とかがちゃんとそこに位置付けられているということを条例で明記すべきじゃないかと。

逆の言い方をすると、運用上この４つが独立していて、呼称というか束ねた形での計画だと言うの

であって、そもそも論としての環境基本計画本体は、今までの環境基本計画の延長線にあるんだと

いうのであれば、条例改正が不要と理解するんですが、そこのところをもう１回お願いします。 

それから、３点目のところで、行政計画の５年以内ということですが、環境基本計画ということ

ではないということで他の、例えばまちづくりの計画だったりとか、様々な計画がありますが、そ

ういった行政計画の経験があれば、仮に環境基本計画の経験がなくても応募はできるということな

のかどうかお願いします。 

〇議長（菅原由和君） 及川ＧＸ推進室主幹。 

〇ＧＸ推進室主幹（及川政典君） それでは条例の関係の部分についてでございますが、議員おっ

しゃるとおり、計画については一本にするものではなくて、それぞれやっぱりその守備範囲が違う

部分もございます。 

ですので、運用上は、それぞれ４計画があるというような考え方になりますので、環境基本計画

については従来どおりの定める内容ということになりますので、不要だという判断でございます。 

〇議長（菅原由和君） 大内ＧＸ推進室副主幹。 

〇ＧＸ推進室副主幹（大内守人君） ３点目に関する追加のご質問に対してお答えします。 

今回プロポーザルの参加要件といたします行政計画の種類につきましては、環境部門の行政計画

ということで縛りをかけたいと考えているところでございました。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） ９番、小野優議員。 

〇９番（小野優君） ９番、小野です。２点お伺いします。 

１点目ワークショップの進め方、やり方ですけれども、今プロポーザルの話もちらっとありまし

たが、その業者にワークショップも実施してもらうのか、もしくは何らか別の、職員が直接なのか、

別の団体を用いて様々な形のワークショップを実施されていくのかどうか確認させてください。 

それから、この計画の位置付けとか今、ご説明があったんですけれども、これからのタイミング、

市の総合計画とかの策定、次の総合計画の策定のところにも続いていくんですけれども、この辺の

取扱い、整合性をどのように考えていらっしゃるのかお答えいただければと思います。 

〇議長（菅原由和君） 及川ＧＸ推進室主幹。 

〇ＧＸ推進室主幹（及川政典君） ワークショップについては、コンサルの方の開催というものも

考えておりますし、それからあと、これから意見を伺いますけれども、先ほど申し上げたように

様々な階層、様々な形での開催を考えておりますので、場合によりましては、我々で運営する形も

当然あると考えております。 

それから、２点目の総合計画との関連性ですが、総合計画もちょうど令和９年度から次期計画と

いうことになりますので、当然、環境部門の部分については、この環境基本計画等の概要版がその

まま総合計画に当てはまるぐらいの考え方での内容が盛り込めればいいなと意識はしております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 他にございますか。 

はい。 

それでは、特にご質問等ないようですので説明事項③は、以上といたします。 

次の説明事項④以降につきましては午後にしたいと思います。 

ここで、午後１時５分まで休憩いたします。 

 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～ 

④ 奥州市地域公共交通利便増進実施計画の策定について 

〇議長（菅原由和君） 再開いたします。 

説明事項④、奥州市地域公共交通利便増進実施計画の策定について説明をいただきます。 
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二階堂政策企画部長。 

〇政策企画部長（二階堂純君） 今の件につきまして、ご存じのとおり、地域の交通を取り巻く環

境が非常に厳しくなっております。 

例えば、岩手県交通のバスも運転士不足とか、収益性の低下などにより、減便はもとより基幹路

線から撤退するということが続いているのが実態です。 

今後の交通確保、持続性担保というためにも、事業者にも地域にもメリットのあるこの利便増進

実施計画を策定しようとするものです。 

詳細については、担当課長より説明をいたします。 

〇議長（菅原由和君） 阿部公共交通対策室長。 

〇公共交通対策室長（阿部記之君） それでは私の方から地域公共交通利便増進実施計画の策定に

ついて説明をしたいと思います。 

初めに今回、策定しようとしております利便増進実施計画ですが、奥州市としましても、初めて

策定する計画となりますので、この利便増進実施計画とはどのような計画かについて説明をさせて

いただきます。 

利便増進実施計画ですけれども、令和５年度に策定をいたしました、地域公共交通計画、第４次

バス交通計画になりますが、こちらに掲げる施策のうち、公共交通ネットワークの再編や運行ダイ

ヤ、あるいは運賃の見直しなどにより、利用者にとって利便性の高い持続可能な公共交通サービス

の提供を図る、そういった事業を実施するために策定する計画ということになります。 

若干補足させていただきますと、この計画の位置付けとしましては、先ほど申し上げた地域公共

交通計画、第４次バス交通計画ですけれども、こちらをマスタープランという位置付けにいたしま

して、そのアクションプランとして実施する計画とご理解をいただければよろしいかと思います。 

こちらページの下に利便増進事業の例ということでお示ししていますが、例えば先行自治体など

の例を見ますと、利用しやすい経路への変更として、待合機能のある施設を乗り換え拠点としたバ

ス路線の再編を行うことや、現状のバス路線の運行回数や運行時刻の設定を見直すことで、待合時

間の短縮を図り、利用者の利便性を向上させるといったようなことが該当するということでござい

まして、こうした事業をこの利便増進実施計画の中で具体的に表していきたいと考えております。 

計画策定に当たりましては、こうした利便増進事業を実際に実施する交通事業者、当市でいいま

すと岩手県交通株式会社さんなどということになりますけれども、こちらの同意を得る必要がある

ということから、今後の計画策定に際しましてはこうした関係する交通事業者と連携の上、作業を

進め、最終的には地域公共交通会議にお諮りした上で計画を策定するといった流れとなります。 

そのようにして策定した計画につきましては、その後、国土交通大臣の認定を受けることで、法

律上の特例措置や、国からの重点支援、これは後で説明しますけれども、国庫補助の率のかさ上げ

等がございます。 

こういった財政的なメリットも受けられるということもありますことから、市としてもこうした

点を考慮いたしまして今回計画を策定しようとするものでございます。 

次に右の方にいっていただきまして、計画策定の目的についてということでございます。 

今回、計画策定の目的といたしまして、こちらに２点ほど掲げております。 

１つは冒頭申し上げましたように、第４次バス交通計画に掲げる利便性向上に資する施策、これ

を実現するためのアクションプランとして、利用者がより使いやすい公共交通サービスの実現を目

指すというものでございます。これはひいては、地域公共交通計画の推進に繋がるものです。 

もう１つですけれども、２つ目といたしましては、持続可能なバス路線、これは幹線路線、それ

から支線、そういったバス路線になりますが、こちらの運営基盤の構築をするため、先ほど申し上

げたように、国庫補助のかさ上げ等を受けることで困窮している路線バス、幹線路線の運営基盤の

強化を図りたいというものでございます。 

この国庫補助のかさ上げ等につきまして、現行のルールでは、補助対象バス路線の乗客数、これ

が一定基準より少ない場合、その国庫補助が減額されたり、国庫補助の対象外となる、そういった

ルールがございます。我々いわゆる密度カット、乗車密度が低いということで、要はその使われな

い路線については必要性が低いだろうというのが国の考え方というか、国庫補助の考え方なんです
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けれども、そういったことでカットされるということで密度カットと呼んだりしておりますが、そ

ういったルールになっております。 

若干ここ補足でございますけれども、岩手県内におきましてはこれまで東日本大震災の被災地特

例の適用がございまして、今申し上げた乗客数が基準より少ない場合に補助金が減額されたりする

といったいわば当たり前のルールの適用ではなくて、輸送量基準が緩和する、要はもう少なくても

補助金を出すといった、そういった緩和する経過措置的なルールの適用も受けてこられたわけです

けれども、震災から10年以上経過した現在、こうした特例の適用も遠くない時期に終わりになるだ

ろうということでそういった見通しになっております。 

そのため、利便増進実施計画を策定することで、計画期間中、これは最大５年間というものです

けれども、国庫補助の減額、あるいは、路線が補助対象外となる、その基準の適用を緩和できるた

め、この間のバス事業者の経営安定化、あるいは市が赤字分を補填して運行している地域内フィー

ダー系統と呼ばれる、これは支線のことですが、先ほど言った幹線に対し支線、幹線に接続してさ

らに枝分かれしているバス路線という意味ですけれども、この支線系統の路線の国庫補助の上限額

の引き上げなどにつなげて参りたいと考えております。 

具体的に国庫補助に関しましてどの程度のメリットがあるかということですけれども、２ページ

目にその試算について示しております。 

期待される具体的なメリットの１つ目といたしましては、国庫補助の減額回避及び上限額の引き

上げということで、対象路線といたしましては、現時点で想定でございますが、バス事業者、県交

通が独自運行している幹線系統、それから市が交通事業者に運行を依頼して走っていただいている

地域内フィーダー系統、この２つを想定しております。 

幹線系統につきましては、県交通が独自運行している胆沢病院線、いわゆる水岩線、それから水

沢前沢線、この２路線でございまして、こちらは、通常であれば乗車密度が少ないと国庫補助金が

減額されるルールということでこの密度カット減となっている部分でございますが、計画策定によ

りまして、国庫補助の減額回避が可能となる見込みでございます。 

具体的な数字といたしまして、令和７年度の対象２路線の運行の収支見通しに関して、密度カッ

トにより減額される部分、水岩線が136万1,000円、水沢前沢線が675万6,000円ということで、この

２路線合わせて年間811万7,000円、ここの補助金カットを回避することができるといった見込みで

ございます。これは、県交通の方の赤字が減るというメリットになります。 

次に地域内フィーダー系統、支線の方ですけれども、こちらは、市が交通事業者に運行を依頼し

ている３路線でございまして、こちらも例年どおりの運行あるいは利用状況と仮定した場合、３路

線全体で国庫補助額を年間648万円引き上げることができる、648万円多くもらうことができるので

はないかという試算となっております。 

これ以外にもその下にございます、地域公共交通確保維持改善事業費補助金を活用できるという

ことで、計画に基づいて実施される利用促進に係る事業、それから計画の達成状況等の評価の実施

に必要な経費のうち、大臣が認める経費に対しまして２分の１補助を受けられるというメリットも

ありますことからこうした点も含めますと、今回、利便増進実施計画を策定するメリットは十分あ

るのではないかと判断したところでございます。 

最後に、資料３ページ、今後の計画策定に係るスケジュールということで、主なものだけご説明

をいたしますが、本日の全員協議会、それから今月中を目途に、地域公共交通会議を開催いたしま

して計画を策定する方針について説明した上で、早速作業に着手して参りたいと考えております。 

最終的には、国土交通大臣の認定を得る必要があることから、計画策定に際しましてはこういっ

た国・県補助を活用して他自治体において、同様の計画策定に関する情報、あるいはノウハウを有

する事業者に計画策定支援業務を委託し、伴走支援をしていただくということを想定しております。 

大臣認定までの万全の体制をそこで確保したいと思っております。 

その後、９月中を目途に計画案を取りまとめた上で関係機関への説明、パブリックコメントなど

を経まして、年明けを目途に計画を決定し、公表ということで、その公表した計画の内容で大臣認

定と進めて参りたいと考えております。 

説明は以上です。 
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〇議長（菅原由和君） 説明が終わりました。ご質問等ございましたらご発言をお願いいたします。 

７番、佐々木友美子議員。 

〇７番（佐々木友美子君） ぜひ、有効な計画になるようにと思うんですけれども１つお願いなん

ですが、運行時刻の設定も利便増進事業の例に書かれていたので、今後、６月から具体的に交通事

業者さんといろいろ調整して計画を立てられるときにぜひお願いしたい点ですけれども、前にもお

話したことがあるんですが、ＪＲ水沢駅から降りて県交通に乗るときの時刻表が、一番大変なのが

３番線に着く上り列車で、降りてバスに乗る時刻表が、元気のいい高校生ぐらいがやっと乗れるよ

うな時刻表になっていて、高齢者の方とか足が不自由な方は、階段、エレベーターが駅にないので、

階段を上って降りる頃にバスが発車していくのが見えるみたいな感じなので、ぜひそういう利便性

を上げるっていう意味では、そういう、ゆっくり歩く人が乗り継げるような、ぜひそういうふうに

してもらえれば。特に、奥州市じゃないところの病院に通っていらっしゃる方もたくさんいますし、

妊婦さんなんかも電車を使ってっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方の利便性も含め

て、利用率が高まるような時刻表も検討いただければと思います。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 阿部公共交通対策室長。 

〇公共交通対策室長（阿部記之君） ありがとうございます。ダイヤの見直しに当たりましては、

そういった部分、今後、十分配慮をする必要があるだろうなと思っておりますので、交通事業者と

の協議の中で、そういった部分も十分話し合って参りたいと思います。ありがとうございます。 

〇議長（菅原由和君） 17番、千葉敦議員。 

〇17番（千葉敦君） 江刺の市営バスはこれに該当するんですか。 

〇議長（菅原由和君） 阿部公共交通対策室長。 

〇公共交通対策室長（阿部記之君） 今回の利便増進計画でございますけれども、基本的に幹線、

支線、江刺の市営バスは支線という扱いにはなっておりますので、該当はするということになりま

す。 

ただ、具体的に何をどうやるかというところを交通事業者と詰めなければならないということで、

今のところ内々でありますけれども先ほどお話したように、岩手県交通の赤字の解消にも繋がると

いうことで、県交通さんには前向きにここはご協力をいただけるということで感触を得ているとこ

ろですけれども、その他の部分につきましては、それぞれの抱えている運転士の数でありますとか、

そういった部分も影響してきますので、そこが盛り込めるかどうかという部分については、今後の

検討ということになろうかと思います。 

〇議長（菅原由和君） 千葉敦議員。 

〇17番（千葉敦君） 例えば、現状で、１ページの利便増進事業の例のマルＡ、これは乗り合い拠

点が、例えば江刺バスセンターということを考えるとそのとおりかなと。もう既になっているから、

新たに該当しないのか、よく分からないんですけれども、そういった図にしっかり当てはまるん

じゃないかなと思いますので、改めてお願いします。 

〇議長（菅原由和君） 阿部公共交通対策室長。 

〇公共交通対策室長（阿部記之君） 既に江刺の市営バスにつきましてはバスセンターを拠点とし

た、そこをハブとした路線の形成になっておりますので、今回ここに図もお示ししておりますが、

こういった路線再編が対象になりますよといった部分についてはもう、該当になっているのかなと

思いますので、改めてそこを今回の計画策定に盛り込むということは今の時点では考えていないと

いうことです。 

〇議長（菅原由和君） ９番小野優議員。 

〇９番（小野優君） 今回、既にこうなっているものに対してではなくて、これから調査等をして

変更をかける分が実施計画の対象になるんだというところなのかどうか、確認させてください。 

同様に運行回数、それから時刻の話が今ちょっとありましたけども、これ、運行回数が減るとい

う可能性も含まれているのかどうかも併せて確認したいです。 

〇議長（菅原由和君） 阿部公共交通対策室長。 

〇公共交通対策室長（阿部記之君） １点目ですが、議員さんのお見込みのとおりでございます。 
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現在そのようになっている部分については、今回の計画の対象外ということになります。 

それから、便数が減るというところですけれども、ここが今、我々が一番と苦心しているといい

ますか、特に民間事業者さん、県交通さんのバス路線などは非常になかなか苦戦しております。や

はり、路線バスはこの胆江というか奥州金ケ崎地域に限らず、どこの地域でも県内苦労しておりま

して、やはり民間事業者さんはもうこれ以上、なかなかその自社だけでは赤字を賄えないというの

をもう声を大にして各自治体の方に投げかけているといいますかそういう話をされている状況です。 

我々としても、今回、この計画を作るに当たり、先ほども申し上げましたけれども、民間事業者

さんの赤字が、全部ではないですけれども幾ばくかでもそこは圧縮ができるのであれば、そこは

我々としても、やはり協力といいますか、連携して対応するべきだろうというのが考え方として１

つ大きい部分があります。 

それから、今の幹線、支線、地区内交通というこういうスキームでつくり上げましたけれども、

これも課題がないわけではないと。そこを、いくらでも利用者の利便性を高めたいということを考

えているということですので、我々とすれば便はなるべく減らしてほしくないということなのでこ

ういう計画でどうですかというところをまずご相談させていただいているということでございます。 

ただ、やっぱりここ最後は民間事業者さんの判断になりますので、ここはちょっとやっぱり、便

数を減らさせてほしいとか、そういう話は出ないとはちょっと今の時点では言えないかなと思って

おります。 

〇議長（菅原由和君） 小野優議員。 

〇９番（小野優君） 事業者さんの苦しい事情もおっしゃるとおりだなというのは私も耳にしてお

りますので、相手があってのことなのでまずそこはしょうがないのかなと思う部分でもあるんです

けれども、今回その変更、この経由地の変更っていうのが例として出ていますけれども、これ要は

バス停の場所が変わる可能性もあるというところなのか、そういったところもおそらく調査される

と思うんですけれども、その辺、調査の結果が出てからというのはそのとおりだと思うんですが、

このスケジュールでいきますと年度内で認定がおりれば、最短ですとおそらく、来年の４月からい

わゆるダイヤ改定というかルート改定が実施されるということになるのか、その調査内容が途中で

いろいろ私たちに説明されると思うんですけれども、その結果として出されるものがどのように私

たち、それから市民に対して周知されて、決まった後の話ですけれども、それによって例えば、学

生の足にどう影響するのかちょっと分かんないですけれども、この２月に発表になって４月から使

う人たちの足にちょっと２か月という期間がどのように周知されるのかが不安なところもあります

のでその点をどのようにお考えなのかお聞きして終わります。 

〇議長（菅原由和君） 阿部公共交通対策室長。 

〇公共交通対策室長（阿部記之君） 計画策定後のバス停やダイヤの変更についての周知というこ

とでございますけれども、県交通が運行しているバス路線については、４月から３月ということで

はなくて、実は10月から翌年の９月までということです。 

これはやっぱり、４月は、要は学校が変わったり、勤め先が変わったりということで、４月にダ

イヤ改正をするのはやはり混乱を招くだろうという配慮があっての１年間のとり方だと我々理解し

ているんですけれども、そういうことですので今回ここで決まった部分については、すぐに４月か

ら適用になるかどうかも含めて、ここはちょっとバス事業者さんと十分協議をしながら、利用者に

混乱がないようにというのはそのとおりですので、そのように進めて参りたい考えです。 

〇議長（菅原由和君） 18番、 野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） 18番、 野富男です。 

公共交通利便増進実施計画っていうので、大変利用者にとってはいい新事業なんだなあと思って

いたんですが、今の説明ですと、事業者の赤字補填といいますか、赤字支援っていうことのように

なるんですが、今担当部で考えている、ある程度運行しているバス事業者に支援することは良しと

した場合に、市民にとってこの事業でどれだけのメリットがあるのか。 

何か今の説明だと、回数も増えるわけじゃないし、路線が増えるわけでもなさそうなんですが、

市民にとってこの事業はどういう直接的なメリットがあるのか、現時点で分かる範囲で結構ですか

らご説明願います。 
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〇議長（菅原由和君） 阿部公共交通対策室長。 

〇公共交通対策室長（阿部記之君） 具体的に市民にどういうメリットがあるかということでござ

います。便数が増えるわけではないというのはそのとおりかと思いますけれども、我々、今一番、

苦労しているのは先ほど申し上げましたように、今の幹線、支線、地区内交通、このスキームを維

持することも難しい状況になってきております。 

バス事業者の経営も苦しいのはそのとおりですけれども、やはり担い手、交通の担い手となる運

転士なども減ってきている、民間事業者との取り合いになっている、そういった現実がある中で、

やはり、公共交通計画で盛り込んだ路線は、今後も維持していきたいと思っておりますので、ここ

から何か良い方に向かうのかという部分については先ほどダイヤの見直しなども行って利用しやす

いというところはあるんですけれども、これでもって例えばバスが増便になるとかっていうのはな

かなかやっぱりちょっと今の利用状況だけで考えると難しい。 

ただ、そうは言っても、これ以上やはり、バス路線がなくなったり、そういったところは避けた

いというところで知恵を絞っているというのが実情でございますので、そういったことに資する計

画として今回、策定をしようと考えております。 

〇議長（菅原由和君） よろしいですか。 

他ございますか。 

はい。 

それでは特にご質問等ないようですので、説明事項④は以上といたします。 

説明者入れ替えのため、暫時休憩します。 

 

～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～～～～〇～～

⑤ メイプルの対応について 

〇議長（菅原由和君） 再開します。 

続きまして説明事項⑤、メイプルの対応について説明をいただきます。 

佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） 商工観光部です。メイプルの対応についてご説明させていただ

きます。 

まず、ご案内のとおりですけれども、メイプルは令和５年10月に市が取得して以来、再開の可能

性についての検討を進めてきているところです。 

それで、昨年度はKeeyls（株）と協定を締結するとともに、ＡＭプラン、アセットマネジメント

プランを策定いたしましてその実現に向けた準備業務を１月から３か月の期間で実施をしたところ

でございます。 

具体的な内容といたしましては、市とKeeyls（株）が連携しまして、リストアップをした企業と

の折衝を精力的に行いまして、運営事業者、入居テナントの確保のための企業訪問等を行ってきた

というところです。 

本日はそのＡＭ、アセットマネジメント準備業務における進捗、あるいは交渉の結果、検討結果

の報告と次の展開に向けた進め方、市の考え方についてご説明をさせていただくものです。 

それで大変申し訳ないんですが、商工労政課長が本来であれば出席するところなんですが諸事情

で今日は欠席ですので、私の方で続けて説明をさせていただきます。 

資料の方ご覧いただきたいと思います。 

まず１ページです。 

１のこれまでの経過、当面の進め方についてというところです。 

まず、メイプルの活用検討につきましては、運営事業者及びテナント候補者の選定を進めるとい

うことに主軸を置きまして、ＡＭ準備業務を令和６年12月にKeeyls（株）へ委託し、市との連携の

もと、令和７年３月までの期間において、約100社と交渉を進めて参りました。 

その結果、運営事業者においては全国において商業施設の再生実績を有する複数社、テナント候

補につきましては地元業者を含めまして出店が可能だといった会社が６社、検討中であるというと

ころが19社という交渉を進めることができました。 
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テナント候補者につきましては、下の表のとおりではございますが、アミューズメント施設、

キッズパーク、あとは健康づくりなどの体験型施設、そのほか、スーパー、カフェなど、多種多様

な業種となってございます。 

以上のように運営事業者及びテナント候補者に一定の目途が立ったことから、まずは運営会社の

設立、選定を行いまして、主要テナントの確保、改修計画の検討を進めて参りたいというところで

ございます。 

２ページをご覧ください。 

２の再生方針につきましてです。 

ただいまご説明いたしましたとおり、ＡＭ準備業務が一定の成果を果たしまして、下のＡＭ想定

シナリオのステージ２、フェーズ１における運営会社設立、選定に一定の目途がつきました。 

まずは、その運営候補者の選定を行うとともに、主要テナントの確保、改修計画の検討を進めた

いというところです。 

具体的には、公募型プロポーザル方式によりまして、運営候補者から運営手法、資金計画、テナ

ント構成などについての提案を受けまして、内容を審査し、運営候補者１社を選定したいと。 

プロポーザルで選定された運営事業者１社については、メイプル再生後の運営事業者となること

を前提にメイプル再生に向けたプランニング、テナントリーシング、施設改修計画等を業務とする

開設前プロパティマネジメント業務を市との連携により実施していきたいと考えてございます。 

３ページをご覧ください。 

３ページは、運営の一例ということでございまして、メイプル運営のイメージで括弧で一括マス

ターリース方式の場合とございますが、こちらがメイプルの土地、建物を一括で事業者に借り上げ

てもらい、その事業者がテナント家賃、イベント収入などの収入を得て、管理運営を担うという方

式でございます。 

仮にこの方式ですと、市はメイプルを貸し出しするので、賃料を得ることができるということと、

あとは専門事業者に運営を委ねられるというメリットがございます。 

これあくまでも運営の一例でございまして、プロポーザルで提案をいただいていく中身というこ

とでございます。 

４ページをご覧ください。 

４、６月補正予算の見通しについてです。 

前述２ページの公募型プロポーザル方式による開設前プロパティマネジメント業務を進めるに当

たりまして、まずはプロポーザル開催にかかる経費それと開設前プロパティマネジメント業務委託

料が必要となります。委託料につきましては、括弧書きにあるように令和７年８月から令和９年３

月までという20か月分となります。 

また、メイプルの市直営管理費につきましては令和７年度の当初では、上半期分しか確保してご

ざいませんので、下半期分の経費について補正をお願いしたいという内容でございます。 

詳細につきましては、下の表に掲載のとおりです。 

それから、５、当面のスケジュールでございますが、まず、左側、奥州市のところで６月中旬、6

月議会の中で本補正予算の議決をいただくということと、議決後には公募型プロポーザルの募集に

早速入って参りたいと考えてございます。 

手続きを経まして、開設前プロパティマネジメント業務の委託につきましては８月上旬頃を見込

んでございます。 

それから、その都度経過等についてご説明をさせていただきながら、最終的には、年度明けまし

て、令和８年５月頃の全員協議会にて進捗状況を説明しながら、次の改修に向かえるかどうかとい

うところの最終的なご判断をいただく予定でございます。 

これは、あくまでもテナントリーシングが順調にいった場合というようなスケジュールになるか

と思います。 

順調にいった場合は、令和９年度になりますが、メイプルのリニューアルオープンを迎えるとい

う流れになります。 

それから、５ページにつきましては参考として付けていますが、これも以前お話した内容でござ
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いますので繰り返しにはなりますが、Keeyls（株）の作成したアセットマネジメントプランを基礎

に計算しますと、約8.4億円の改修費が予想されているというところでございます。 

説明は以上です。 

〇議長（菅原由和君） 説明が終わりました。ご質問等ございましたらご発言お願いいたします。 

８番東隆司議員。 

〇８番（東隆司君） ８番東です。 

何点かお伺いしたいですけれども、１ページ目の中段のところに運営事業者及びテナント候補者

に一定の目途が立ったことからとあります。 

その理由は、前段に書いてあるとおり、全国において再生実績を有する複数社、何社か分かりま

せんが、出店可能６社、検討中19社と。その下の方には分類がこういうものだということなんです

が、もう少し詳しくですね、これだけで一定の目途が立ったという判断に至ったところをもう少し

詳しく聞かせてください。 

というのは、この間、このメイプルについては、議会の中でも賛否が分かれ、最終的には可決を

し、財産の取得をしたり、様々なことをやってきた経過があります。 

その間もずっと言われ続けていることは、昭和60年の旧水沢市の中心市街地活性化から始まって、

旧メイプルが、確か平成17年だと記憶していますが、水沢中央ビルディングが破綻したと。その後、

わずか１年足らずで水沢クロス開発を中心としたものとして、現メイプルといいますか、直近で残

念ながら破綻したメイプルがあったわけです。 

この間、地元の商店街や、旧水沢商工会議所、そのあとの奥州商工会議所、その他もろもろのと

ころでいろんなことを手がけてきたわけです。 

その結果として、残念ながらこうなったっていうことがあった。にもかかわらず、今回、私から

見れば、何が変わったのかなっていうのが率直な感想です。 

もしお話できるんであれば今、手を挙げようとしている具体的な業者で、我々議員や市民の皆さ

んが、なるほどそういうところがやろうとしているんだ、というような業者があるんであれば教え

てほしいです。 

ただ、無理であれば今日は聞きませんが、そういう具体的な、なるほどそういうところも興味を

持っているんだ、というような、一定の説得力がない中で、これを進めていくという判断に至った

ところを改めてお伺いいたします。 

あわせて、この一定の目途が立った根拠に専門的分野の方、例えば不動産業であったり、大手デ

ベロッパーであったりとか、様々なところから、この計画はなるほど実現が高いと、成功する例は

全国の他市と比較しても相当程度の精度が高いとか、そういった何かあったのかどうかお伺いをい

たします。 

結局、もう進めようとしているのはそのとおりなんですけれども、これはこれも何回か同僚議員

も言っていますけれども、取り壊しは全く考えていないようですよね。 

私はいまだに、やはり取り壊しをして、新たにあそこに、全く新しいまっさらなところに投資を

していただくっていう選択肢も排除せずにやるっていうことを選択から外すべきじゃないと思うん

です。 

築40年も経ったものに対してこれから約８億円もかけて投資をして直していくと。では、何年も

つでしょうかというような疑問については、私はこの間の説明では全く納得ができておりません。 

そのあたりについてどのような検討を内部でしたのかお伺いいたします。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） ３つご質問をいただきました。 

まず、１つ目でございますが、具体的な企業名については、現時点では大変申し訳ないのですが

お話はできないので、そのカテゴリーといいますか、ここに書いてある業種、業態の方々というこ

とでございます。 

そこにどれぐらいの例えば集客力があるのかとか、魅力があるのかというあたりは、先ほど

ちょっと、後段でご説明したんですけれども、次の改修に行くかどうかという判断のところで具体

的に示したいと思っています。 
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そこに、私も東議員と同じ意見というとちょっと語弊があるかもしれませんが、そこに説得力、

魅力がないのであれば、おそらく、議員、市民のご理解は得られないものと考えていますので、そ

こに向けては本当にきちんと、どこになるか分かりませんけれども、次の専門業者との連携により

ましてここは本当に全力でやっていきたいなということでございます。 

それから２つ目ですが、私もちょっと企業誘致が長くて、大手のデベロッパーさん、これも企業

名を出すとちょっとあれかもしれませんが、本当に日本の２大デベロッパーさんであったりとか、

不動産屋さんであったりとか、今回複数社の商業再生実績を有するところというところもかなりの

力のあるところです。もう、ちょっと企業名、言いたいところなんですけれども本当におっきなと

ころと繋がっている企業に関心を持っていただいているんです。 

メイプルの再生に向けても参入可能であろうということをお話いただいているということで、先

ほど議員からご質問があったことの裏付けになるのかなというところです。 

それ以外のデベロッパー、不動産とも意見交換を当然しながら、再生に向けた具体的なアドバイ

ス等はいただいております。 

それから、取り壊しの件ですが、まず、購入する段階で賛否あったことは当然私も把握はしてお

りますが、活用に向けてということで最終的に判断をされたのかなと私はそういう認識でおりまし

たし、取り壊して新しくつくるときに一定の補助が見込める場合もあるようなんですけれども、そ

れはもう、やっぱりまっさらなものをまたつくっていくという、それにリスクがあるのかないのか

ちょっとあれですけれども、そういった比較の判断をすべきなのかなと思いますし、残存というか、

不動産鑑定によりますと耐用年数65年と出ていますので、39年、約40年経っていますが、二十五、

六年の残存年数はあるということで改修は可能だろうということです。 

なお、例えば、コンクリートの状況とかを確認しながら、必要な改修等の実施は必要かなと思っ

ております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 東隆司議員。 

〇８番（東隆司君） 最後の３点目は、見解の相違ですので承知いたしました。 

それから１点だけ、今部長の説明の中で、名前は言えないのはそのとおり分かりましたが、相当

程度著名なっていうか、大手というところから、再生可能で興味を持っているというお話をいただ

いている、それが大きな、一定の目途が立ったということの大きな根拠だとは承知いたしましたが、

しからば、改めてお聞きしますが、メイプルのよさというか、他の自治体で、当然これ、当局の

方々、市長も当然だと思うんですけれども、この手のものって、なかなかうまくいかないっていう

のが実態でして、もう少しストレートにいうと失敗例もいっぱいあります。 

その中でこのメイプルが、こうすれば成るだろうとか、こういう取組であれば再生も可能だし、

さらに言えば、民間に移譲すれば儲けも出るだろうというところまで多分そういった方々がお考え

なのだから興味を持つと私は思うんですけれども、何か１点が２点ぐらい、他との違いとか、メイ

プルの魅力といいますか、よさというか、どのようなことがお話しされているのか、もしよろしけ

ればご教示いただければと思います。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） メイプルに関しましては、やはり倒産の過去もあるということ

で、いいところ、悪いところももちろんあるという前提です。 

そこで、どの程度手を入れれば魅力が向上する、あるいは利便性が向上するというところも含め

て、我々の提示している８億円余の改修費の中で、再生が可能ではないかというお話をいただいて

いるところです。 

また、その魅力という点は、当然、街中にありますし、これから進めていく水沢市街地の活性化

プロジェクトの中心的な役割を担っていくということで、立地的な魅力が私はあると思って進めて

おります。それで、専門業者に関しまして、実際に東北地域の地方都市で、再生して売り抜いたと

いう事例を持っているところもあるので、そういったことも１つの我々は判断材料にしているとこ

ろです。 

以上です。 
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〇議長（菅原由和君） 倉成市長。 

〇市長（倉成淳君） 魅力として多分感じているところは、いろんな商業ビルっていうのは債権者

が多かったり、土地が複雑だったりするんですが、今回は市が一括して購入している市の財産であ

るということと、そのオーナーが市街地開発を進めているところが彼らの魅力になって映っている

と思います。 

〇議長（菅原由和君） ７番、佐々木友美子議員。 

〇７番（佐々木友美子君） 最初に１点お聞きしてそのあとまた、追加でお聞きしたいと思います。 

Keeyls（株）さんの要望だったと思うんですけれども、１月から３月まで、お試しイベントを商

工観光部で企画したはずなんです。実際私も、やるなら盛り上がってほしいと思ったのでたくさん

の業者さんにチラシを持っていって、勧誘して出店してもらったり、イベントを企画してもらった

りして、参加もしたし、買い物もしたんですけれども、今回この資料にそのお試しイベントのこと

が載っていないんですけれども、そのやった結果の考察とかはどのように今回生かされているのか

伺います。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） 議員ご指摘のとおり、トライアル活用事業ということで、１月

から３月までの期間で事業を実施してございます。 

今回、６月補正の内容に特化した資料としていまして、この部分はちょっと資料としては出して

いないんですけれども、内容といたしましてはまず１月25日からスタートしておりまして、水沢工

業高校のインテリア科の展示であるとか、あとは木育ひろばということで木こりんパークというこ

とで、市の緑化振興協議会、あるいは阿部製材所の協力をいただいています。 

それから、くくり雛まつりなどをやりまして、今申し上げた木こりんパークというのが一番集客

力が高くて2,100名、トータル3,400名のご参加をいただいたという内容でございます。 

こちら、Keeyls（株）からの要望というよりは、市も休んでいる期間を有効に活用したいとか、

議員からもありましたように、少しでもやはりにぎわいに通じるような取組をしたいということで

行ったものでございます。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木友美子議員。 

〇７番（佐々木友美子君） ありがとうございます。 

私もこのトライアルイベントを考察して、それを踏まえて、今日の提案を見て、３点お尋ねした

いんですけれども、考察の結果、確かにイベントがあれば人が集まりました。 

なので、集まる場所なんだっていうことは分かったんですけれども、市内の業者さんに出店を依

頼したときに、今回、出店者がメリットとして感じたのは、１つはテナント料がタダだということ

です。 

それからイベントを業者さんが選べる、つまり、このイベントは高齢者向けだから、若者向けの

うちの商品は無理だなとか、逆もあるんですが、そのイベントを選んで出店を選択できる。 

３つ目は、選んで出店するので、売れないところにずっと店を構える必要がないので、人件費が

確実にペイできるっていうことで、出店を選んだっていうことだったんです。 

それはイコール、今回、なかなか県内資本の方々が入店テナントの候補に少ないんですけれども、

やはり今言ったような奥州市内の小売業だったり、中小のところでは、テナント料とか人件費って

いうのはすごく大きいっていうことで、二の足を踏んでいる結果じゃないかなって思ったんです。 

それで３点ですが、１つは、先ほど東議員がおっしゃったように、この間、どこかの時点で前課

長が、本会議ではないんですけれども、どこまで修繕代が上がったら解体に決断を変えるんだって

いうような質問を私がしたときに、私の記憶ですけれども、10億円を超えたらちょっと、みたいな

ことを言われたような気もするんですけれども。 

当初、４～５億円っていう修繕が、この間は６～７億円、今度８億円、8.6億円ってどんどん上

がっているので、やはり、このやりとりは先ほど終わっていますけれども、解体、もう15億円かけ

ても解体っていうことも、選択としてやるべきじゃないかっていうところは、私も同意見です。こ

れは先ほど回答いただいたのでいいです。 
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２点目は、さっきのイベントの考察の結果、やっぱり、平日にもイベントがなくても常に人が人

流していなければ、業者さんが入るメリットってないので、平日にも必ず人流があるっていうのは、

私これ、令和４年の秋にメイプルのことが最初に提案された全員協議会で私言っているんですけれ

ども、遠野市役所のように、例えば市民課とか納税課とかを、メイプルの２、３階に入れて、平日

常に人が来るようにすれば、１階、４階のテナントもあるんじゃないかなって思うんですけれども、

そういう市が所有した建物なので、市のものを活用するっていう考えは全くないのかっていうのを

今お聞きしたいです。 

３点目は、今回これをこのまま進めていきますと、先ほど市長はメイプルの利点っていうことで、

点としてお話しされたんですけれども、私は、駅通りという通りをエリアとして考えたときに、市

は関与していませんが、同じように老朽化したビルがたくさんあるんです。 

既に何年間も閉鎖しているビル、あるいは、最近、テナントが全くなくなったビルとか、そうい

うビルの今後のありようっていうのがすごく懸念されていて、水沢の駅通りに荒廃したビルがあっ

てはだめだっていうことをいつも言われるんですけれども、同じようなビルがたくさんある中で、

メイプルにだけ市がこれを、お金を投入して再生していこうという姿が、他の民間の資産ではあり

ますけれども、老朽化したビル等への心理的な影響っていうのが波及していかないかっていう心配

をするんですが。 

以上、後半の２点についてお願いいたします。 

〇議長（菅原由和君） 商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） まず１点目でございます。 

平日の人流というのも非常に大切だと思います。 

それで市民課という例がありましたが市民課が動けるかどうかシステム的なところも含めて、経

費もかかるのかなという気はしますが、いずれ全部が商業施設であるとは我々も考えていないので、

公的なものであるとか、あるいは指定管理だとか、あるいはお客様センターみたいなものだったり

とか、もしくは、可能性があるかどうか分からないですけれども、ビジネスで使っていただくよう

なことも含めて、いずれ平日の人流を確保できるような方策というのは考えていきたいと思います。

ですので、選択肢を狭めずに、公的な利用も含めてというところで議員のご指摘のとおりかなと思

います。 

それから、駅通りも含めてやっぱり空き家、空きビルというのが本当に問題にはなってくるのか

なと思うんですけれども、ちょっとそこまでの議論には今回至っていませんで、メイプルに関して

はいずれ中心市街地の中の、これまでも中心的なものであったということの歴史もありつつの、今

回、市が買い取ってリニューアルさせるという流れがあったのかなと思います。 

それとはちょっとまた別な問題として、空きビルについても喫緊の課題として検討していく時期

かなと感じております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） よろしいですか。 

９番小野優議員。 

〇９番（小野優君） ９番小野です。何点かお伺いいたします。 

まず、１ページ目のテナント候補が25社っていうところ、検討を含めてですけれども、今ちょっ

と出ましたがいわゆる11月ですか、説明をされた段階で、１階と４階を先行オープンするというお

話で多分準備をなさっていたと思うんですが、これらがいわゆるその１階、４階に入るということ

や、今の段階で２階、３階はまず開けないまま１階、４階を先行オープンとして交渉した結果集

まった事業者の数がこうなのかっていうところを確認させてください。 

それから、運営事業会社に関してですけれども、今まで新たに設立というか運営会社の設立とい

う表現をされていて、今回も文書としてはあるんですけれども、今回そのプロポーザルで求めよう

としているのは、いわゆる単純に管理してくれる委託先を集めるのか、それとも、その先にいわゆ

る市が資本投入するかどうか分かりませんが、改めて運営事業会社をつくってくれる会社を募集す

るというところなのかその違いを確認させてください。 

それからもう１つが、Keeyls（株）さんとの今後の関係がどのように進められていくのかもお伺
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いします。 

それと、Keeyls（株）さんも絡んでくると思うんですが、いわゆるファンドの話が今日は全くな

いんですけれども、それがこの後どのように進められていくのかもお伺いいたします。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） それでは、１つ目でございます。 

まず、１階、４階を先行オープンということでＡＭプランを策定したときの構想ということでお

話をしておったんですけれども、いろいろ私も誘致に歩いていますと、業種・業態によって活用し

たいフロアっていうのが、全然違うんです。  

例えば４階であれば、駐車場があってそこから直に入れる、そういう利便性を求められるところ

もありますし、いろんなお考えがあって、必ずしも１階、４階に限ってしまうとその誘致が進まな

いなっていうことはありましたので、いずれ先方のテナントに合った条件をこちらが提示できるよ

うにということなので、前はどうしても人流を作る理想的な形が１階、４階だったんですけれども、

テナントに応じてそこは臨機応変に対応して参りたいと思います。 

場合によっては、テナントリーシングが順調にいけば、全館一気にやった方が効率がいい場合、

それは当然なんですけれども、ただ、その場合、改修費が一気にかかるというところはあるんです

けれども、そういったところを選択肢を狭めずにやるというところを考えています。 

それから、運営会社につきましては、最初、設立も検討していて、ＳＰＣ、特定目的会社を作る

という構想もあったんですが、それっていうのは地元の企業が参入していただける場合にそういう

形でということで考えていたんですけれども、やっぱり既立地の企業さんとか、既存の企業様で参

入できるところがあれば、そちらにお願いするということも選択肢に入れているというのが現状で

す。 

実際、地元で熱意のある方はいらっしゃったんですけれども、やはり事業参入となるとちょっと

二の足を踏むという状況がありましたので、設立ということもこの先、ないわけではないんですけ

れども、まずはお願いできる企業があったということでそちらを有力な選択肢としているというと

ころです。 

それから、３つ目のKeeyls（株）との今後の関係ですが、ちょっと説明でもちらっと話したんで

すけれども、協定を結んでいますので、協定の中でＡＭプランを、進捗を確認していただきながら、

これから例えばファンドを組める状態になるとか、投資が呼び込めるとか、そういった動きを並行

してやっていただこうと思っています。そのためには、メイプル自体の魅力を向上させていく必要

があるのかなというところでございます。 

ちょっと３つ目、４つ目、一緒に答えさせていただきました。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 小野優議員。 

〇９番（小野優君） まず、１点目のテナントの入り方が当初と変わる可能性もあるというところ

は分かりました。 

プロポーザルに関して、運営会社に関しての考え方も分かりましたが、そうすると、プロポーザ

ルのやり方といいますか、家賃設定、今回、一括方式だと一括という話で、その家賃設定について

この間も何回かお聞きしたんですが、全くお答えいただいていない、今まで数字を聞かせてもらっ

ていないんですけれども、そういったものを今後どのように考えているのか。その金額ベースから

もプロポーザルで入札ではないにしろという形で進めていくのか、いずれその賃料に対する考え方

をお伺いします。 

全体の賃料もそうですし、そこから各テナントさんにどのように説明していくのかなっていうと

ころも非常に気になる部分ですので、そこを合わせてお願いいたします。 

Keeyls（株）さんに関しては、協定はそのとおりなんですけれども、この間、例えば、協定の他

に例えばこのアセットマネジメントプランの準備に関しての委託料とかをお支払いして進めていっ

ていたわけだったんですが、今後もそういった金銭的な関係が引き続き続いていくものなのかどう

かっていうところを確認します。 

それから、最終的にはその民間譲渡を目指している上で、その大前提がファンド化が成立するか
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どうかっていうところは、これまで説明されてきて変わっていないと思うんですけれども、その

ファンド化のタイミングをどのようにこれから検討されていくのか。いわゆる運営事業会社さんが

そこをどう評価されているのか、ちょっと分からないですけれどもこれから、手を挙げるところが

どのように考えているかっていうのはあると思いますが、そのファンド化の目途の基準っていうの

をどのように考えているのか改めてお聞きします。 

それから、全館一括して改修なんて話も今あって、そうすると確か総額、市は負担８億円ですけ

れども、ファンドとしても８億円で総額16億円かけるというお話だったはずなので、先行して８億

円かけて補修した後に、ファンドを募集するという考え方になったのかなと今聞こえたんですけれ

ども、そういうものなのかどうかも確認させてください。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） まず、家賃につきましては、現在地価を大体、坪4,200円ぐらい、

月で貸していって、これが一定の基準になるのかなというところでお話はしております。 

ただ、事業会社さんの方で採算が見込める単価設定になると思うので、逆に高くすると、テナン

トに逃げられてしまいますので、そこら辺のバランスを取った提案をいただくということでことで

考えています。 

ファンド化につきましては、先ほど申し上げたように、魅力が向上しないとやはり投資を呼び込

めないということですし、投資がなければファンド化も難しいのではないかと思っていますのでそ

のタイミングというのは本当に魅力を向上させて、そういった働きかけができるというタイミング

ということになると思います。 

もし、公共の部分が多くて魅力が高まらないということになれば、使い倒すという第２、第３の

選択肢も視野に入れているということです。 

あと、Keeyls（株）にお金を払い続けるのかということですが、協定の中でやっていただく部分

につきましては、金銭的な委託関係はないという前提ですけれども、今後、ＰＭ業者としてプロ

ポーザルに参加される可能性もありますので、そうなった場合はまた別な形での委託関係になる。

これは、プロポーザルで取れたらの場合ですが、そういうＰＭもやりますという形になれば、可能

性はあるということです。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 小野優議員。 

〇９番（小野優君） 家賃に関してはもちろん運営会社がっていうのはそのとおりなんですけれど

も、これ、地価の部分を、今市が入っている部分を、確かあれは、市が貸した上での一括方式の場

合ですよ、そうすると、改めて市が今入っている部分、家賃を払うという説明もあったと思うんで

すが、その点も、この市からの支出も伴う部分も関係すると思うんですがその辺ってどのように考

えているのか、整理されているのか。 

それから、テナントさんに入っていただいて市が持っているうちは、この契約期間内はその料金

でいいんですけれども完全にファンド化、ファンドが成立して民間譲渡がなされた後に家賃が上が

るとなると、入っていたテナントさんがちょっと待ってよとなると思うんですが、その辺の条件づ

けをどのように現時点で考えていらっしゃるのか。 

それから、やはり総額16億円かかると言われている中でまずは８億円で修繕した上で、それから

ファンドになるかどうかを検討するというところなのか、いや、８億円を先にまず市が出しますよ

というところなのか、再度確認させてください。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） すいませんちょっといろいろありましたのでですけれども、答

弁漏れがありましたら、すいませんがお願いします。 

まず、地価の家賃については先ほど坪単価、参考までにお話をしたということでしたので、それ

とはまた別なお話でですかね。いずれ、方向としては、地価の部分を市の所有ですから、市が継続

してそこだけは管理していく方法と、一括マスターリースをしてお金のやりとりというか、出てく

る方式とあるかと思います。いずれちょっとそこも含めたプロポーザルの提案になるのかなと。一

括プロポーザルについては、いずれ、あくまでも一例でイメージですという話でした。 
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それから８億円についてはＡ工事といいますか、市が大家としてやるべき工事、これは当然先行

してやりますので空調であるとかエレベーターであるとか、躯体に関わる部分はやりますので、そ

のほか、ファンド側でやるのか、あるいは請け負った運営事業者の方でやるのかっていう工事も当

然出てきますので、そういったお話かと思いますがそれでよろしかったでしょうか。 

〇議長（菅原由和君） いいですか。 

他に。 

２番、宍戸直美委員。 

〇２番（宍戸直美君） ２番宍戸直美です。 

６月に補正予算の議決があるというところなのでその参考にちょっとお伺いしたいんですけれど

も、ちょっと何度も聞いているところで、私のちょっと理解がなくいつも聞いてしまって申し訳な

いんですけれども、活用コンセプトとしてやっぱりこれまでのメイプルの商業施設の役割を終えて、

モノ売りからコト売りへっていうところで、コンセプトがあります。 

そして、それをもとに、水沢市街地のにぎわい創出っていうところがビジョンとされて、このプ

ランというものがあるんだと思っているんですけれども、今回の入居テナントの候補者、出店可能

な事業者さんなんですけれども、これまでの商業施設の役割としていたメイプルと何が違うのか。

今の状況と、その破綻したときのメイプルの状況とそんなに代わり映えのない出店可能な今の候補

者の状況ではないかなと何となく感じてしまうんですけれども、市として今、メイプルについて、

こういう状況の候補者が入って、にぎわい創出に必ず繋がる、水沢市街地のにぎわいがこんなふう

に創出されるよというふうに認識しているメイプルの魅力というものが分かっていたならば教えて

いただきたい。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） まず、先ほど東議員の質問にもありましたが、ちょっと企業名

とか具体的な内容をお話できないという状況の中ですので、今代わり映えしないというご判断があ

るようですけれども、我々としてはその魅力、集客力の高いテナントと交渉しているというところ

をお伝えしておきたいと思います。 

それから、モノ売りからコト売り、商業だけでは立ち行かないという意味だと思うんですけれど

も、まるっきり商売なしでやっていくというのはなかなかそれも難しい話ですので、商業の中でも

体験であったりとか、あるいは子どもたち、あるいは若いご家族に満足いただけるような、そう

いったものにシフトしていくということと、あとは郊外店とのすみ分けとかそういった部分も含め

て、今までとは違う形のメイプルを作っていきたいと考えております。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） 宍戸直美議員。 

〇２番（宍戸直美君） ありがとうございます。今の水沢市街地はあんまり代わり映えのしない、

人流が今ない状態ですけれども、そういうことがメイプルで起きれば市街地に人流が流れて活性化

に繋がると思っていらっしゃるのかその点について伺って終わります。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） もちろん中心市街地の核施設として、メイプルのにぎわいが戻

ればやはり人流も戻ってくる１つの要因になると思いますが、いずれ水沢市街地プロジェクト全体

で考えて、歩いて回れるウォーカブルなまちづくりであるとか、相互の関連性、有機的なつながり

を作りながら人流を創出していくということで、先ほどありましたけれども、面的な考え方で人流

を作っていきたいというところです。 

 以上です。 

〇議長（菅原由和君） 他にございますでしょうか。 

３番、菅野至議員。 

〇３番（菅野至君） ３番菅野至です。１点、お伺いします。 

このメイプルの対応についてということで以前から話し合われているわけですけれども、そう

いった中で、当初、メイプル活用のコンセプトというところで、産学官連携による課題解決型人材

育成プログラムの構築と学びの場の提供というところから始まって、モノ売りからコト売りへ、そ
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して現在のこの入居テナントの候補状況だったりとかというところを見ているわけですけれども、

当初からこの現在までの中で、どういった形でそのコンセプトというのは変わって、現在の形がで

きたのかというところをもしご説明できるのであればお願いします。 

〇議長（菅原由和君） 菊地未来羅針盤課長。 

〇未来羅針盤課長（菊地徳行君） 私の方からちょっと最初のコンセプトを、まさに産学官連携に

よる利活用ということで、そのコンセプト自体は、今でも変わっておりません。 

やっぱりある程度、商業だけではなくて、にぎわいを作っていく、工業も入るかもしれませんけ

れども、高校生とか若い人たちがやっぱり街中に集まっていくような、そういう魅力を持ったエリ

アを作っていくっていうところが、まさに市街地開発のコンセプトであり、そこは変わっておりま

せん。 

ただ、それを実現する上でいろいろ民間さんと話をしていく中で、例えば先ほど木こりんパーク

という話がありましたけれども、例えば木こりんパークに、例えばプラスアルファなんかをくっつ

けることによってそれがある程度、テナント料をというかある程度経済的にも採算が取れるとかそ

ういったようなことも当然考えられるわけで、全部公的なものをやればいいのか、ある程度、そう

いったものもくっつけてできることがある。例えばそれがそれによってシャワー効果で全体として

の人流が上がるとか、いろんなやり方はあるんだろうなと思っております。 

なので我々はあんまり、なんて言いますか、ぶれてはいないんですけれども、手法については、

様々民間の方たちとお話を聞いていく中で、最善の形を模索して来ているということになりますの

で、当然今回プロポーザルに出しますけれども、そのコンセプトは当然変えませんので、そういう

前提の中で様々なテナントリーシングについても期待したい、そういったところは、変えずにぶれ

ずにいきたいと思っております。 

 以上です。 

〇議長（菅原由和君） 菅野至議員。 

〇３番（菅野至君） ありがとうございます。コンセプトは変わらずにというところなんですが、

ということは当初掲げた産学官とか人材育成型とかっていうところもまた今後もそういった可能性

を見据えた上で、メイプルの開発が行われていくという考えでよろしいかというところ。 

あと、その辺に関しましては、先ほどもうお話があったかと思いますが、もう一度確認の意味で

お伺いしますけれども、Keeyls（株）さんともしっかりその辺は意思疎通はできていますし、今後

も、そういった業者が入ってきた場合にそういったところの意思疎通もしっかり作り上げながら進

めていくという認識でよろしいかというところを確認して、終わります。 

〇議長（菅原由和君） 佐々木商工観光部長。 

〇商工観光部長（佐々木啓二君） まさに、Keeyls（株）のＡＭプランのときのコンセプトにもそ

ういう学びの場っていうのも載っていますので、ＡＭプラン自体は継続して生きていますのでそれ

に基づいて、ＰＭの方も進めていきたいと思いますので、プロポーザルの際も、そのような要件で

やっていきたいと思います。 

まさに産学官連携、非常に大事な、我々も産業振興やっている上でも大事なカテゴリーですので、

何らかの形でやっぱり組み込んでいきたいなという気持ちはあります。ただ、ちょっと具体になか

なか話が展開してないのも事実ですので、今後も岩手大学とか、あとは、県立大学、八戸工業大学、

今我々がコネクションを持っているところと継続してお話をしながら、より奥州市の活性化に繋が

るように検討を進めて参りたいと思います。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） その他ございますか。 

特にご質問等ないようですので、説明事項⑤については以上といたします。 

これで(1)の説明事項は終わりたいと思います。 

ここで休憩を取りたいと思います。 

午後２時25分まで休憩します。 
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 (2) 協議事項 

総務常任委員会における政策提言（案）について 

〇議長（菅原由和君） 再開します。(2)の協議事項に入ります。 

総務常任委員会における政策提言（案）について、総務常任委員会から説明いただきます。 

 高橋委員長。 

〇14番（高橋浩君） 総務常任委員長高橋です。 

当総務常任委員会では、政策提言を取りまとめまして皆様にご提示したいと思いまして、本日の

報告となりました。 

総務常任委員会では奥州市シティプロモーションについて政策提言をすべく、昨年来、常任委員

会で所管事務調査、視察等を実施して参りました。 

シティプロモーションは、基本的には対外的発信を目的としておりますが、先進地視察を通じて

感じたことは、対外的発信の前に発信する職員の意識改革であったり、市民のシビックプライドの

醸成が必要だと感じることが多かったため、今回の政策提言は職員の意識向上、市民との協働、官

民一体となった活動に向けた内容として取りまとめたところでございます。 

つきましては、シティプロモーションについてまとめた部分ですが、後程、お目通しいただけれ

ばと思いますけれども、第１章としてはシティプロモーション、これまでの背景であったり、これ

までの取組について説明してございます。 

そして、政策提言につきましては、内容は大きく３つにまとめさせていただきました。 

12ページからご覧いただけますでしょうか。 

政策提言１としては、地域資源を活用したイベント提供及び市民参画による郷土愛の醸成に取り

組むこと。 

政策提言２としては、奥州市全体で情報発信力を強化し、市内外へ奥州市の魅力を知る機会の提

供に取り組むこと。 

政策提言３としては、戦略的なプロモーションの推進に取り組むこと。 

この３点の提言といたしました。 

今後につきましては、各会派での意見集約をお願いしたいと思っております。 

会派においてもご意見等があれば、５月30日を目途にして、会派で取りまとめの上、事務局への

提出をお願いします。 

いただきましたご意見を踏まえまして総務常任委員会で協議後、最終版を６月の全員協議会の際

に改めてお示しし、その後、６月定例会最終日には政策提言提出の発議を予定しているので、何卒

ご理解のほどをよろしくお願いいたします。 

会派の取りまとめにつきましては、所定の用紙を準備してございます。その用紙に、ご意見と理

由等それぞれ書き込んでいただきまして事務局に提出をいただければと考えております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

〇議長（菅原由和君） それでは、各会派で取りまとめの上、報告をしてほしいということであり

ますが、この場で何かお聞きをしたいことがあれば、ご質問をお受けしたいと思います。 

いかがでしょうか。 

よろしいですか。 

それでは、特にご質問ないようですので期日までに事務局の方に提出をお願いしたいと思います。 

お疲れ様でした。 

(2)の協議事項は、以上といたします。 
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 (3) 報告事項 

奥州金ケ崎行政事務組合議会臨時会(4/30) 報告者：及川春樹 議員 

〇議長（菅原由和君） 次に(3)の報告事項に入ります。 

奥州金ケ崎行政事務組合議会臨時会について、及川春樹議員からご報告お願いします。 

〇10番（及川春樹君） 及川です。 
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４月30日にありました奥州市金ケ崎行政事務組合の臨時会についてご報告します。 

当日、報告事項がありまして全員協議会の部分から説明したいと思います。 

全員協議会は10時半から開会いたしまして説明事項としては、１つ目が組織改編について、２つ

目が大船渡市林野火災支援活動について、３つ目が臨時会提案提出案件についてとなっています。 

１つ目、事務局の組織改編が４月１日に実施されたということでございまして、水道用水供給事

業の見直しを迅速に進めるための体制を構築ということであります。 

水質管理課の分掌事務からし尿処理を外し、水道用水供給課に名称を変更するというものであり

ました。 

２つ目、大船渡市林野火災支援活動について報告がありまして、212名の人員と67台の車両が派遣

されたというものです。 

２月21日から３月24日までの32日間火災支援活動を実施し、消防本部と協議し、役割分担を行っ

たということです。議員から５つほど質問が出ましてそれについて紹介します。 

１つ目が水源についてはどうだったのかについて、各地であったそうですが活動が長くなり、水

源の確保が難しくなった。 

がれき処理についてはということにつきましては、現時点では当組合への処理要請はないですが、

今後は県を通して入ってくると思うということであります。 

活動につきましては、けが人はなし、食料は備蓄品を持ち込みましたけれども途中から現地調達

や支給をされた。 

宿泊先は大船渡市から紹介、または消防本部に宿泊した。 

また、経費補助についてはどうか、ということで時間外勤務手当として540万円が特別交付税とし

て措置されるということであります。 

そのあと、午前11時10分から臨時会がちょっと質問、前段が長かったので、10分ほどずれて臨時

会が始まりました。 

条例改正１件、契約議決１件、その他議決事項２件の計４件の議案審議です。 

議案第１号、奥州金ケ崎行政事務組合布設工事監督者を配置する水道の布設工事及び布設工事監

督者等の資格を定める条件条例の一部改正について、要旨は、資料のとおり。 

質疑討論はなく、原案可決となりました。 

議案第２号、令和７年度ごみ処理施設維持補修工事の請負契約の締結に関し、議決を求めること

について、要旨は、資料のとおり。契約方法は、特命随意契約。決定者、株式会社タクマ東京支社、

決定額は２億6,510万円で、４月15日に仮契約を行っております。 

質疑は、２件ほど出まして、１つは令和５年度以降毎年２億円以上の維持補修費がかかっている。

今後この費用を抑えていくためにどのようなことが考えられるかという質問があり、答弁としては、

ボイラー等の発電設備の新設によって以前と比較して経費が増加している。業者の見積りを鵜呑み

することなく、適正な設計内容、見積内容の精査を行っていくことが重要とありました。また、ご

みの出し方によって維持費が変わったという気づきがあれば教えていただきたいというような質問

に関しましては、処理不適物がごみ焼却炉に入ると炉を傷める原因となり、維持補修費の増加の一

因にもなるので、引き続き、適切なごみ分別等の周知に取り組むということでした。 

もう１つは、特命随契の相手方から提出された見積金額を精査しているかという質問に関しまし

ては、工事内容などの過去の工事の経験を踏まえて精査している。 

特命随契は特例であるので精査して他の業者も入れる入札も検討すべきでは、という質問に関し

ては、過去に入札で実施したこともあるが、他のプラントメーカーの辞退により、結果として随意

契約となったこともある。不良不適格業者が参入する可能性も払拭できないこともあり、今後にお

いても、特命随契を継続することになると考えているということでした。 

討論はなく、原案可決となりました。 

議案第３号、道路施設損傷事故に係る損害賠償の額の決定に関し議決を求めることについて（追

認）。要旨は、令和５年５月、傷病者を救急車内に収容後、傷病者宅の門口からバックした際に、

ガードレールに接触し、ガードレールを損傷した事件。 

議決を得ずに損害賠償額を決定したため、議会の追認を求めるもの。 
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過失割合は組合100、相手方ゼロ。損害賠償額２万4,860円。 

これに対しても質疑がありまして、昨年度に続いての追認案件、再発防止も含めて、管理者の所

感を伺う。 

答弁としましては、法令で規定されており、遵守しなければならない手続きをおろそかにしてし

まった。内部協議がされず、やるべきことの認識不足が一番の大きな問題で、現場主義で徹底する

よう指示している。デジタルでチェックできるような仕組みも並行して考えていきたい。 

もう１つは、車両をバックさせる際に安全確認のための誘導員を配置することはないのか。また、

再発防止策について。答弁につきましては今回の事案では救急隊１名が車外で安全誘導を行ってい

た。運転手と誘導員の連携の不徹底が事故の原因、窓を開けてホイッスルの音を聞きやすくする。

トランシーバーを用いて合図が確実に伝わるようにするといった再発防止策を考えている。 

討論はなく、結果、原案可決となりました。 

議案第４号、消防水利破損事故に係る損害賠償の額の決定に関し議決を求めることについて。 

要旨は、令和６年10月、信号のない市道交差点において、方向転換を図ろうと消防車両バックし

た際に、道路脇の消火栓に接触し、消火栓を破損させた事件。 

過失割合は組合100、相手方ゼロ。損害賠償額101万864円。 

これに対して質問は、事案２件の消防車両には機械的にバックモニターが装着され、隊員が安全

誘導していた中で事故が起きた。不慣れな車両の運転活動後の疲労での運転が想定されると思うが、

再発防止について伺う。 

答弁としては、日常的な訓練、年１回の運転管理講習を行っている。意思疎通が大事であること

からさらに教育等を強化するとのこと。 

討論なし、結果、原案可決となりました。 

よって、すべて可決となりました。 

以上です。 

〇議長（菅原由和君） ただいまの報告に対しまして、質問があればお受けいたします。 

18番 野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） １点、議案第２号、このタクマさんにお支払いする計画の２億6,510万円は、

何か年での契約でこの金額になるのか。 

〇議長（菅原由和君） 及川春樹議員。 

〇10番（及川春樹君） 令和７年度ごみ焼却施設維持補修工事の請負契約とありますので、１年、

単年度だと思います。 

〇議長（菅原由和君） よろしいでしょうか。 

野富男議員。 

〇18番（ 野富男君） 再度ですが、確かタクマさんはここの焼却施設の改修業者だったと思うん

ですけれども、これ毎年の契約じゃなくて今回初めて出た契約ですか、そうではないですか。 

今後もこの金額が発生して、１市１町でずっと負担し続けるという理解でよろしいか伺って終わ

ります。 

〇議長（菅原由和君） 及川春樹議員。 

〇10番（及川春樹君） 毎年の工事費の推移につきましてはし、本日タブレットの中に資料があり

まして、議案第２号の１ページ目に平成28年度からの維持補修工事費についての費用が計上されて

おります。 

毎年のように部分的に計画的に工事はしているようであります。 

〇議長（菅原由和君） 他によろしいですね。  

あれば会派で確認をしてください。 

それでは、(3)報告事項は以上といたします。 
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４ その他 （以下略） 

 


